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八
　
碑

刻

資

料

小

川

快

之

総

説

　
碑
刻
資
料
と
は
、
石
碑
に
刻
ま
れ
た
文
（
碑
記
、
碑
文
と
い
う
）
や
絵
図
の
こ
と
で
あ
る
。
地
域
史
レ
ベ
ル
、
地
域
住
民
の
社
会
生
活
に

関
わ
る
史
料
は
、
清
代
に
お
い
て
も
多
い
と
は
い
え
な
い
た
め
、
同
時
代
史
料
で
も
あ
る
碑
刻
資
料
は
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
。
石

碑
は
、
橋
な
ど
の
公
共
施
設
、
寺
院
や
書
院
な
ど
が
建
て
ら
れ
た
時
、
ま
た
、
墓
が
つ
く
ら
れ
た
時
に
立
て
ら
れ
た
。
そ
の
ほ
か
、
地
域

社
会
で
起
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
に
対
し
て
官
僚
が
告
示
や
禁
令
な
ど
を
出
し
た
際
に
も
、
そ
の
内
容
を
地
域
の
住
民
に
広
く
知
ら

し
め
る
た
め
に
立
て
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
碑
記
は
、
法
制
史
・
社
会
生
活
史
を
研
究
す
る
う
え
で
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

　
碑
刻
資
料
の
内
容
を
確
認
す
る
場
合
は
、
現
物
で
確
認
す
る
以
外
に
、
写
真
、
拓
本
（
石
碑
に
紙
を
あ
て
て
写
し
取
っ
た
も
の
）、
録
文
（
碑

記
を
書
き
写
し
た
も
の
）
を
使
う
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
な
利
用
方
法
と
し
て
は
、
金
石
志
（
碑
記
等
の
録
文
を
集
め
た
書
物
）
や
地
方
志
、
及

び
碑
刻
集
（
拓
本
や
録
文
を
掲
載
し
た
書
物
）
で
内
容
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
地
方
志
な
ど
の
文
献
史
料
で
確
認
で
き
る
だ
け
で
、

現
物
の
存
在
が
確
認
で
き
な
い
も
の
も
多
い
。

　
書
籍
と
し
て
は
、
特
に
、『
石
刻
史
料
新
編
』
一
～
四
（
台
北
、
新
文
豊
出
版
公
司
、
一
九
七
七
～
二
〇
〇
六
年
）
が
、
宋
代
か
ら
清
代
も
含

め
、
金
石
志
や
地
方
志
な
ど
関
連
書
か
ら
網
羅
的
に
碑
刻
資
料
を
収
集
編
纂
し
て
お
り
、
史
料
を
探
す
際
に
は
、
ま
ず
確
認
す
べ
き
も
の
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と
い
え
る
。
ま
た
、
胡
海
帆
・
湯
燕
編
著
『
中
国
古
代
磚
刻
銘
文
集
』（
北
京
、
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
国
国

家
図
書
館
善
本
金
石
組
編
『
歴
代
石
刻
史
料
彙
編
』（
北
京
、
北
京
図
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
は
、
第
三
編
両
宋
、
第
四
編
遼
金
元
、

第
五
編
明
清
に
、
清
代
ま
で
の
資
料
が
収
録
さ
れ
て
い
て
有
用
で
あ
る
。

　
ま
た
、
宋
代
か
ら
清
代
に
関
す
る
碑
刻
集
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
中
国
国
家
図
書
館
善
本
金
石
組
編
『
宋
代
石

刻
文
献
全
編
』（
北
京
、
北
京
図
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
李
華
編
『
明
清
以
来
北
京
工
商
会
館
碑
刻
選
編
』（
北
京
、
文
物
出
版
社
、
一
九

八
〇
年
）、
蘇
州
歴
史
博
物
館
ほ
か
編
『
明
清
蘇
州
工
商
業
碑
刻
集
』（
南
京
、
江
蘇
人
民
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）、
上
海
博
物
館
図
書
資
料
室

編
『
上
海
碑
刻
資
料
選
輯
』（
上
海
、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）、
王
国
平
・
唐
力
行
編
『
明
清
以
来
蘇
州
社
会
史
碑
刻
集
』（
蘇
州
、

蘇
州
大
学
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）、
江
蘇
省
博
物
館
編
『
江
蘇
省
明
清
以
来
碑
刻
資
料
選
集
』（
北
京
、
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
一
九
五

九
年
）。
こ
れ
ら
の
碑
刻
集
の
録
文
に
つ
い
て
は
、
文
字
が
間
違
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
読
解
す
る
場
合
に
は
、
現
物
や
写
真
版
と

照
合
し
た
り
、
複
数
の
録
文
を
対
照
す
る
な
ど
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
碑
刻
資
料
に
つ
い
て
解
説
し
た
も
の
と
し
て
、『
石
で
読
む

中
国
史
』（『
月
刊
し
に
か
』
一
二
巻
三
号
、
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
や
須
江
隆
編
『
碑
と
地
方
志
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
を
探
る
』（
汲
古
書
院
、

二
〇
一
二
年
）
な
ど
が
あ
り
、
資
料
を
扱
う
う
え
で
の
予
備
知
識
を
得
る
の
に
有
用
で
あ
る
。

　
以
下
で
は
、
法
制
史
と
関
連
す
る
碑
刻
資
料
の
な
か
か
ら
、
告
示
碑
記
と
墓
誌
銘
、
そ
し
て
会
館
碑
記
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
史
料
を

取
り
上
げ
て
読
解
を
行
い
な
が
ら
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
き
た
い
。

一
　
告

示

碑

記

【
解
題
】

　
官
僚
が
告
示
や
禁
令
を
出
し
た
時
に
そ
の
内
容
の
周
知
徹
底
を
図
っ
て
石
碑
を
立
て
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
石
碑
は
、
周
知
徹
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底
す
る
た
め
に
同
じ
内
容
の
も
の
が
複
数
立
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
現
存
す
る
石
碑
の
な
か
で
も
そ
う
し
た
事
例
が
確
認
で
き
る
。
そ

の
内
容
は
、
残
存
す
る
石
碑
で
確
認
す
る
以
外
に
、
総
説
で
列
挙
し
た
碑
刻
集
な
ど
の
出
版
物
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
も
あ
る
。

【
史
料
I
】　
書
影
15

元
和
県
為
猪
行
公
置
猪
客
留
宿
所
永
禁
地
棍
借
端
滋
擾
碑

① 

原 

文

　

補
用
同
知
直
隸
州
特
授
江
南
蘇
州
府
元
和
縣
正
堂
陽
、
爲
給
示
諭
禁
事
。

　

據
職
員
朱
同
春
、
陶
公
興
、
周
鴻
泰
、
陸
源
昌
、
葉
公
振
等
稟
稱
、
均
在
齊
門
內
新
橋
下
塘
亨
四
圖
、
領
帖
開
張
猪
行
、
買
賣
公
平
。
每

逢
猪
客
到
行
銷
售
、
均
須
住
宿
職
等
行
內
、
脫
貨
方
歸
。
屋
窄
客
多
、
無
從
設
榻
、
更
替
而
睡
。
或
因
住
宿
無
處
、
遂
致
貨
售
他
行
、
因

此
生
意
淸
淡
。
現
擬
、
職
等
五
行
附
近
、
公
置
成
亦
如
房
屋
一
所
、
專
爲
買
賣
猪
客
暫
宿
之
處
、
另
業
不
留
。
現
在
各
客
將
屆
畢
集
、
恐

有
該
處
地
棍
藉
端
滋
擾
、
稟
求
示
禁
等
情
。
據
此
。
除
批
示
外
、
合
行
給
示
諭
禁
。
爲
此
示
仰
該
行
夥
地
保
人
等
知
悉
。
自
示
之
後
、
如

有
地
棍
碩
藉
端
滋
擾
、
以
及
惡
丐
强
討
硬
化
情
事
、
許
卽
指
名
扭
解
本
縣
、
以
凴
提
案
究
處
。
該
地
保
如
敢
隱
庇
、
定
提
并
究
。
其
各
凜

遵
、
毋
違
。
特
示
遵
。

　

同
治
拾
參
年
肆
月
初
五
日
示
。
發
猪
業
公
所
立
。

② 

訓 

読

　

補
用
同
知
直
隸
州
特
授
江
南
蘇
州
府
元
和
縣
正
堂
陽
、
示
諭
を
給
し
て
禁
ず
る
爲
の
事
。

　

職
員
の
朱
同
春
、
陶
公
興
、
周
鴻
泰
、
陸
源
昌
、
葉
公
振
等
の
禀ひ

ん

に
據よ

り
て
稱
す
ら
く
、
均み

な
齊
門
內
の
新
橋
下
塘
の
亨か
う

四し

圖づ

に
在
り
、

帖
を
領
し
て
猪
行
を
開
張
し
て
、
買
賣
は
公
平
た
り
。
猪
客
行
に
到
り
て
銷せ

う

售し
う

す
る
に
逢あ

ふ
每
に
、
均
な
須
く
職
等
の
行
內
に
住
宿
す
べ

く
し
て
、
貨
を
脫
し
て
方
め
て
歸
る
。
屋
は
窄せ

ま

く
客
は
多
く
、
榻た
う

を
設
く
る
に
よ
る
な
く
、
更
替
し
て
睡
る
。
或
い
は
住
宿
に
處
無
き
に
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因
り
、
遂
に
他
行
に
貨
售
す
る
を
致
し
、
此
れ
に
因
り
て
生
意
淸
淡
た
り
。
現い
ま

擬
す
る
に
、
職
等
の
五
行
の
附
近
に
、
成
亦
如
の
房
屋
の

一
所
を
公
置
し
、
專
ら
買
賣
せ
る
猪
客
の
暫
く
宿
る
の
處
と
爲
し
、
另
業
は
留
め
ず
。
現
在
各
客
の
將
に
畢ひ

つ

集し
ふ

に
屆い
た

ら
ん
と
す
る
に
、
該

處
の
地
棍
の
藉
端
し
て
滋じ

擾ぜ
う

す
る
有
る
を
恐
れ
、
示
禁
を
稟
求
す
、
等
の
情
有
り
、
と
。
此
れ
據う

け
た
り
。
批
示
す
る
を
除
く
の
外
、
合ま

行さ

に
給
示
し
て
諭
禁
す
べ
し
。
此
れ
が
爲
に
該
の
行か
う

夥く
わ

・
地
保
人
等
に
示
仰
し
て
知ち

悉し
つ

せ
し
む
。
示
し
て
自
り
の
後
、
如
し
地
棍
の
藉
端

し
て
滋
擾
し
、
以
て
惡あ

く

丐か
い

の
强
討
し
て
硬
化
す
る
に
及
ぶ
の
情
事
有
ら
ば
、
卽
ち
に
指
名
し
て
本
縣
に
扭ち
う

解か
い

す
る
を
許
し
、
以
て
案
に
提

し
究
處
す
る
に
凴ひ

よ
うす
。
該
の
地
保
如
し
敢
へ
て
隱い
ん

庇ひ

せ
ば
、
定か
な
らず
提
し
、
并
せ
て
究
す
。
其
の
各
々
凛り
ん

遵じ
ゆ
ん

し
、
違
ふ
こ
と
毋
か
れ
。
特
に

示
し
て
遵
は
し
む
。

　

同
治
拾
參
年
肆
月
初
五
日
に
示
す
。
猪
業
公
所
に
發つ

か

は
し
て
立
つ
。

③ 

語 

釈

〈
縣
正
堂
〉
知
県
（
県
知
事
）。　〈
示
諭
〉
告
示
。　〈
職
員
〉
公
務
や
業
務
に
従
事
す
る
人
。　〈
領
帖
〉
営
業
許
可
を
取
る
。　〈
猪
行
〉
豚
肉

の
仲
買
商
。　〈
猪
客
〉
豚
肉
業
者
。　〈
銷
售
〉
売
る
。　〈
職
等
〉
本
職
。
下
級
官
員
が
上
級
官
員
に
対
し
て
使
う
自
称
。　〈
現
擬
〉
本
案
。

　〈
畢
集
〉
集
合
す
る
。　〈
地
棍
〉
地
元
の
ご
ろ
つ
き
。　〈
滋
擾
〉
騒
擾
を
起
こ
す
。　〈
示
禁
〉
禁
令
を
公
布
す
る
。　〈
等
情
〉
上
行
文
の

引
用
が
こ
こ
で
終
了
し
た
こ
と
を
示
す
慣
用
句
。　〈
行
夥
〉
店
員
。　〈
地
保
〉
地
方
末
端
の
行
政
責
任
者
。　〈
知
悉
〉
知
ら
し
め
る
。　

〈
藉
端
〉
い
い
が
か
り
を
つ
け
る
。　〈
惡
丐
〉
悪
辣
な
乞
食
。　〈
强
討
〉
無
理
や
り
せ
び
り
と
る
。　〈
情
事
〉
事
情
。　〈
扭
解
〉
拘
引
す
る
。

　〈
提
案
〉
記
録
を
引
き
出
す
。　〈
究
處
〉
取
り
調
べ
て
処
分
す
る
。　〈
提
究
〉
追
究
す
る
。　〈
凜
遵
〉
い
さ
さ
か
た
り
と
も
揺
る
が
せ
に

せ
ず
実
行
せ
よ
。

④ 

和 

訳

　
補
用
同
知
直
隷
州
特
授
江
南
蘇
州
府
元
和
県
の
知
県
の
陽
が
、
告
示
を
出
し
て
禁
じ
た
件
。

　
職
員
の
朱
同
春
、
陶
公
興
、
周
鴻
泰
、
陸
源
昌
、
葉
公
振
等
の
上
申
書
に
は
こ
う
あ
る
。「
私
ど
も
は
斉
門
内
の
新
橋
下
塘
の
亨
四
図
で
、
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営
業
許
可
を
取
っ
て
、
猪
行
を
開
業
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
売
買
は
公
平
に
し
て
お
り
ま
す
。
猪
客
が
店
に
来
て
売
買
を
行
う
時
に
は
、

皆
必
ず
本
職
の
店
内
に
宿
泊
し
、
豚
を
売
っ
て
初
め
て
帰
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
建
物
が
狭
く
客
は
多
く
、
寝
床
が
設
け

ら
れ
な
い
の
で
、
交
替
し
な
が
ら
睡
眠
を
と
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
宿
泊
す
る
場
所
が
な
い
の
で
、
豚
を
他
の
猪
行
に
運
ん
で
売
る
も

の
が
お
り
、
商
売
が
振
る
わ
な
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
今
、
本
職
の
五
つ
の
猪
行
の
付
近
に
、
皆
で
成
亦
如
（
人
名
か
?
）
の
家
を
一
軒
購

入
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
猪
客
が
し
ば
ら
く
宿
泊
す
る
場
所
と
し
、
他
の
仕
事
の
者
は
宿
泊
し
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
現
在
猪
客

が
集
ま
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
の
地
元
の
ご
ろ
つ
き
が
そ
れ
に
か
こ
つ
け
て
悪
さ
を
す
る
こ
と
を
心
配
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
告

示
を
出
し
て
諭
し
て
禁
止
し
て
く
だ
さ
い
」
と
。

　
こ
の
陳
情
を
受
け
た
の
で
、
指
示
を
出
す
こ
と
に
加
え
て
、
告
示
に
よ
っ
て
禁
止
を
諭
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
、
当
該
の
店

員
や
地
保
な
ど
に
申
し
つ
け
て
知
ら
し
め
る
。
告
示
が
出
た
後
に
、
も
し
地
元
の
ご
ろ
つ
き
が
い
い
が
か
り
を
つ
け
て
ご
た
ご
た
を
起
こ

し
、
悪
辣
な
乞
食
が
ゆ
す
り
た
か
り
を
し
た
な
ら
ば
、
た
だ
ち
に
指
名
手
配
し
て
県
に
拘
引
す
る
こ
と
を
許
可
し
、
記
録
を
引
き
出
し
て

処
罰
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
。
当
該
の
地
保
が
も
し
あ
え
て
こ
れ
を
か
ば
い
立
て
し
た
な
ら
ば
必
ず
併
せ
て
追
究
す
る
。
い
さ
さ
か
な
り

と
も
揺
る
が
せ
に
せ
ず
実
行
し
、
違
反
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
特
に
申
し
つ
け
る
。

　
同
治
一
三
年
（
一
八
七
四
）
四
月
五
日
に
発
布
し
た
。
猪
業
公
所
に
送
っ
て
立
て
る
。

【
解
説
】

　
こ
の
告
示
碑
は
、
清
代
の
蘇
州
府
元
和
県
の
陽
知
県
が
豚
肉
問
屋
で
発
生
し
た
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
出
し
た
告
示
の
内
容
を
、
周

知
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
、
猪
業
公
所
（
豚
肉
業
者
の
会
所
）
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
録
文
は
、
前
掲
『
明
清
蘇
州
工
商
業
碑
刻
集
』

（
二
五
四
頁
）
で
確
認
で
き
る
。
肉
と
言
え
ば
豚
肉
（
猪
肉
）
を
指
す
ほ
ど
、
中
国
で
は
豚
肉
が
伝
統
的
に
食
べ
ら
れ
て
き
た
。

　
猪
行
と
は
生
き
た
豚
を
売
買
す
る
問
屋
の
こ
と
で
、
そ
こ
に
猪
客
と
言
わ
れ
る
売
買
す
る
業
者
が
定
期
的
に
集
ま
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
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問
屋
に
寝
泊
ま
り
し
て
い
た
が
、
蘇
州
府
元
和
県
で
は
、
場
所
が
足
り
ず
、
そ
の
た
め
、
猪
客
を
収
容
で
き
ず
、
そ
れ
に
乗
じ
て
地
元
の

ご
ろ
つ
き
が
暗
躍
す
る
事
態
が
発
生
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
関
係
者
の
上
申
に
従
い
、
猪
客
の
宿
泊
す
る
施
設
を
皆
で
設
け
、
ご
た
ご

た
が
起
き
な
い
よ
う
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。

【
書
式
】

　
告
示
碑
記
の
書
式
は
、
一
般
的
に
は
、
冒
頭
に
告
示
を
出
し
た
地
方
官
の
肩
書
き
と
姓
が
記
さ
れ
（
名
は
通
常
書
か
れ
な
い
）、
そ
の
告
示

の
題
目
が
書
か
れ
て
い
る
。
上
部
に
「
告
示
」
と
書
か
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
な
い
も
の
も
多
く
、
こ
の
碑
記
に
は
記
載
は
な
い
。「
爲

～
事
」
の
文
言
は
、
公
文
書
の
冒
頭
で
そ
の
題
目
を
記
す
書
式
で
あ
る
。

　
本
文
で
は
、
経
緯
を
示
す
た
め
に
、
猪
業
公
所
の
「
職
員
」
の
上
申
書
の
内
容
が
引
用
さ
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
、
陽
知
県
の
告
示
の
内

容
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
合
行
給
示
諭
禁
。
爲
此
示
仰
～
等
知
悉
。」
と
の
文
言
は
、
地
方
官
の
告
示
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
定
型
句
で
あ

る
。
通
常
は
、
文
章
の
最
後
に
立
て
ら
れ
た
日
付
が
記
さ
れ
る
。
さ
ら
に
碑
を
立
て
た
機
関
や
人
物
の
名
前
が
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ

の
碑
記
で
も
、
日
付
と
猪
業
公
所
に
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

【
参
考
文
献
】

范
金
民
（
岩
井
茂
樹
訳
）「
清
代
蘇
州
都
市
文
化
繁
栄
の
実
写

―
『
姑
蘇
繁
華
図
』

―
」（『
都
市
文
化
研
究
』
二
号
、
二
〇
〇
三
年
）

王
日
根
「
清
代
江
南
地
方
官
府
対
商
業
秩
序
的
整
治

―
以
碑
刻
資
料
為
中
心
的
考
察

―
」（『
厦
門
大
学
学
報
』〔
哲
学
社
会
科
学
版
〕
二
〇

〇
七
年
二
期
）

孫
斌
「
清
代
工
商
業
行
会
規
約
之
体
系
探
析

―
以
蘇
州
地
区
碑
刻
史
料
為
視
角

―
」（『
蘇
州
教
育
学
院
学
報
』
三
〇
巻
五
号
、
二
〇
一
三

年
）
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【
史
料
II
】

厳
禁
錮
婢
不
嫁
告
示
碑

① 

原 
文

　

吿
示
。
欽
加
同
知
銜
、
署
理
臺
南
府
安
平
縣
正
堂
、
記
大
功
四
次
、
加
十
級
、
紀
錄
十
次
范
、
爲
出
示
嚴
禁
事
。
光
緖
十
五
年
五
月
二

十
一
日
、
據
芙
蓉
郊
董
事
職
員
張
大
琛
等
稟
稱
。
竊
琛
等
前
稟
販
運
婦
女
等
情
、
蒙
批
、
如
稟
轉
詳
、
通
飭
嚴
禁
。
惟
此
奸
徒
怙
惡
不
悛
、

而
近
日
奸
風
尤
熾
。
形
同
化
外
。
琛
等
目
覩
心
酸
。
是
以
仰
懇
迅
先
示
禁
、
以
便
購
線
密
拿
懲
辦
。
庶
無
依
女
子
免
流
離
失
所
之
苦
、
而

奸
徒
知
法
隨
令
行
之
警
。
再
郡
城
有
等
紳
富
、
買
用
婢
女
。
甚
至
念
歲
以
上
、
仍
使
其
市
肆
往
來
、
閫
外
無
分
。
遇
輕
浮
之
徒
、
當
衆
戲

調
。
稍
爲
面
熟
、
卽
有
貪
利
六
婆
勾
引
成
姦
。
所
謂
姦
盡
則
出
殺
由
。
禍
害
更
甚
。
琛
等
以
風
化
攸
關
、
可
否
請
以
示
禁
。
有
婢
之
家
、
凡

使
女
至
念
歲
以
上
者
、
如
本
有
婿
、
或
無
婿
而
有
娘
家
可
主
者
、
該
家
主
收
回
原
交
身
價
退
回
字
據
、
將
該
女
交
其
父
母
領
回
婚
配
、
不

得
久
留
使
用
。
似
此
可
無
怨
女
之
憂
、
藉
培
家
主
之
德
。
販
運
奸
徒
亦
可
奸
無
從
入
手
、
引
誘
之
輩
又
可
絕
勾
姦
之
術
。
琛
等
心
存
義
舉
。

仁
憲
自
有
權
衡
。
是
否
有
當
。
不
揣
冐
瀆
、
陳
情
再
叩
、
仰
祈
俯
賜
轉
詳
、
通
飭
勒
石
嚴
禁
等
情
、
到
縣
。
據
此
卷
查
、
先
據
該
董
事
張

大
琛
具
稟
、
奸
徒
販
賣
人
口
一
案
、
業
經
詳
蒙
衜
憲
批
飭
各
屬
一
體
示
禁
、
在
案
。
茲
據
前
情
。
本
縣
查
、
錮
婢
不
嫁
、
最
爲
惡
俗
。
該

職
員
所
稟
、
係
爲
杜
絕
姦
拐
整
頓
風
化
起
見
、
似
可
俯
如
所
請
。
除
詳
請
衜
憲
通
飭
一
體
示
禁
外
、
合
行
出
示
嚴
禁
、
爲
此
示
仰
閤
邑
紳

商
軍
民
諸
色
人
等
知
悉
。
自
示
之
後
、
如
有
年
大
婢
女
、
趕
緊
卽
行
婚
配
、
不
得
仍
蹈
故
轍
。
倘
敢
錮
婢
不
嫁
、
一
經
察
出
、
無
論
何
項

人
等
、
定
卽
從
嚴
懲
辦
、
決
不
姑
寬
。
各
宜
自
愛
、
毋
違
。
特
示
。

　

光
緖
十
五
年
六
月
缺
日
給
立
石
。

② 

訓 

読

　

吿
示
。
欽
加
同
知
銜か

ん

、
署
理
臺
南
府
安
平
縣
正
堂
、
記
大
功
四
次
、
加
十
級
、
紀
錄
十
次
の
范
〔
克
承
〕
が
出
示
し
て
嚴
禁
す
る
爲
の
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事
。
光
緖
十
五
年
五
月
二
十
一
日
、
芙
蓉
郊
の
董
事
職
員
の
張
大
琛
等
の
禀ひ
ん

に
據
り
て
稱
す
。
竊
か
に
お
も
ふ
に
琛
等
の
前
稟
の
婦
女
を

販
運
せ
る
等
の
情
は
、
批
を
蒙
り
、
稟
の
如
く
轉
詳
し
て
、
通つ

う
ち
よ
く飭し
て
嚴
禁
す
、
と
。
惟
だ
此
の
奸
徒
は
惡
を
怙た
の

み
て
悛あ
ら
ため
ず
、
而
し
て

近
日
奸
風
尤
も
熾さ

か
んな
り
。
形
は
化け

外ぐ
わ
いに
同
じ
。
琛
等
は
目も
く

覩と

し
て
心
は
酸
た
り
。
是
れ
を
以
て
迅は
や

く
先
ず
示
禁
し
て
、
以
て
線
を
購あ
が
なひ
て

密
拿だ

懲
辦
に
便
に
す
る
こ
と
を
仰
懇
す
。
依
る
無
き
女
子
が
流
離
し
て
所
を
失
ふ
の
苦
を
免
れ
、
而
し
て
奸
徒
に
法
隨
令
行
の
警
を
知
ら

し
め
ん
こ
と
を
庶
ふ
。
再
び
郡
城
の
有
等
の
紳
富
は
、
婢
女
を
買
用
す
。
甚
し
き
に
至
り
て
は
念に

じ
ふ歲
以
上
に
し
て
、
仍
ほ
其
の
市し

肆し

に
往

來
せ
し
め
、
閫こ

ん

外
の
分
な
し
。
輕
浮
の
徒
に
遇
へ
ば
、
當
衆
戲
調
す
。
稍
や
面
熟
を
爲
せ
ば
、
卽
ち
貪
利
の
六ろ
く

婆ば

が
勾こ
う

引い
ん

し
て
姦
を
成
す

こ
と
有
り
。
所
謂
姦
盡
く
れ
ば
則
ち
殺
由
を
出
づ
。
禍
害
は
更
に
甚
し
。
琛
等
風
化
に
關く

わ
んす
る
攸と
こ
ろを
以
て
す
る
に
、
以
て
示
禁
を
請
ふ
可

き
や
否
や
。
婢
有
る
の
家
、
凡
そ
使
女
の
念
歲
以
上
に
至
る
者
は
、
如
し
本も

と

婿
有
る
か
、
或
い
は
婿
無
き
も
娘
家
に
主
と
な
る
べ
き
者
有

ら
ば
、
該
家
の
主
が
、
原
交
の
身
價
を
收
回
し
て
字
據
を
退
回
し
、
該
女
を
將
て
其
の
父
母
に
交
し
て
領
回
し
婚
配
せ
し
め
、
久
し
く
留

め
て
使
用
す
る
を
得
ず
。
此
く
の
似ご

と

く
ん
ば
怨
女
の
憂
無
く
、
家
主
の
德
を
藉
培
す
べ
し
。
販
運
せ
る
奸
徒
も
亦
た
奸
す
る
も
入
手
に
從

る
無
か
る
べ
く
、
引
誘
の
輩
も
又
た
勾
姦
の
術
を
絕
つ
べ
し
。
琛
等
の
心
は
義
舉
に
存
す
。
仁
憲
は
自
ら
權
衡
有
り
。
當
に
有
り
や
是い

否な

や
。
冐
瀆
を
揣は
か

ら
ず
、
陳
情
し
再
叩
し
、
仰
祈
し
俯
し
て
轉
詳
を
賜
は
り
、
通
飭
し
て
石
に
勒
し
て
嚴
禁
せ
ん
、
等
の
情
、
縣
に
到
る
。
此

の
卷
に
據
り
て
查
す
る
に
、
先
づ
該
の
董
事
の
張
大
琛
の
具
稟
す
る
に
據
れ
ば
、
奸
徒
の
人
口
を
販
賣
せ
る
一
案
は
、
業す

經で

に
詳
し
て
衜

憲
の
批ひ

飭ち
よ
くを
蒙
り
各
屬
は
一
體
に
示
禁
す
る
こ
と
、
案
に
在
り
。
茲こ
こ

に
前
情
を
據
く
。
本
縣
が
查
す
る
に
、
婢
を
錮
し
て
嫁
さ
ざ
る
は
、
最

も
惡
俗
爲な

り
。
該
の
職
員
の
稟
す
る
所
は
、
姦か
ん

拐か
い

を
杜
絕
し
風
化
を
整
頓
す
る
が
爲
め
に
起
見
す
る
に
係
り
、
俯
し
て
請
ふ
所
の
如
く
す

べ
き
に
似
た
り
。
衜
憲
に
一
體
に
示
禁
を
通
飭
す
る
を
詳
請
す
る
を
除
く
の
外
、
合ま

さ

に
出
示
し
て
嚴
禁
を
行
ふ
べ
く
、
此
れ
が
爲
に
閤
邑

の
紳
商
軍
民
諸
色
人
等
に
示
仰
し
て
知
悉
せ
し
む
。
示
し
て
よ
り
の
後
、
如
し
年
大
の
婢
女
有
ら
ば
、
趕か

ん

緊き
ん

に
卽
ち
婚
配
を
行
ひ
、
仍
ほ

故
轍
を
蹈
む
を
得
ず
。
倘も

し
敢
へ
て
婢
を
錮
し
て
嫁
せ
ず
、
一
た
び
察
出
を
經
ば
、
何
項
人
等
を
論
ず
る
な
く
、
定か
な
らず
卽
ち
嚴
に
從
り
て

懲
辦
し
、
決
し
て
姑
寬
せ
ず
。
各
々
宜
し
く
自
愛
す
べ
し
、
違
ふ
こ
と
毋
れ
。
特
に
示
す
。
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光
緖
十
五
年
六
月
缺
日
給
し
て
立
石
す
。

③ 
語 

釈

〈
出
示
〉
出
示
暁
諭
の
略
。
官
庁
が
出
す
命
令
。　〈
芙
蓉
郊
〉
郊
と
は
清
代
の
台
湾
で
見
ら
れ
た
貿
易
商
の
同
業
集
団
で
あ
る
「
郊
商
」
の

こ
と
で
、
芙
蓉
郊
と
は
ア
ヘ
ン
商
人
の
集
団
の
こ
と
。　〈
董
事
職
員
〉
公
務
や
業
務
に
従
事
す
る
人
の
ま
と
め
役
。
幹
事
。　〈
蒙
批
〉
請

願
し
た
こ
と
に
つ
い
て
指
示
を
受
け
る
こ
と
。　〈
轉
詳
〉
公
文
で
上
級
官
庁
に
報
告
す
る
。　〈
通
飭
〉
全
体
に
命
令
す
る
。　〈
目
覩
〉
目

撃
す
る
。　〈
仰
懇
〉
懇
願
す
る
。　〈
購
線
密
拿
〉「
購
拿
」
で
「
懸
賞
つ
き
で
人
を
捕
ら
え
る
」
の
意
。　〈
懲
辦
〉
処
罰
す
る
。　〈
郡
城
〉

府
の
官
庁
の
あ
る
都
市
。　〈
六
婆
〉
口
入
れ
を
す
る
女
性
。　〈
攸
關
〉
～
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。　〈
字
據
〉
証
文
。　〈
怨
女
〉
年
を

と
っ
た
未
婚
の
女
性
。　〈
仁
憲
〉
地
方
官
の
尊
称
。　〈
仰
祈
〉
要
請
す
る
。　〈
俯
賜
〉
上
申
書
で
請
求
す
る
際
に
使
う
言
葉
。　〈
具
稟
〉

書
類
で
申
請
す
る
。　〈
衜
憲
〉
道
員
（
按
察
使
・
布
政
使
の
属
僚
で
、
各
地
に
派
遣
さ
れ
る
官
僚
）
の
こ
と
。　〈
批
飭
〉
指
示
を
与
え
て
命
令
す

る
。　〈
起
見
〉
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
。　〈
示
仰
〉
告
示
。

④ 

和 

訳

　
告
示
。
欽
加
同
知
銜
、
署
理
台
南
府
安
平
県
正
堂
、
記
大
功
四
次
、
加
十
級
、
紀
録
十
次
の
范
克
承
が
告
示
を
出
し
て
厳
禁
し
た
件
。

　
光
緒
一
五
年
（
一
八
八
九
）
五
月
二
一
日
の
芙
蓉
郊
の
董
事
職
員
の
張
大
琛
等
の
陳
情
書
に
は
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。「
琛
等
が

以
前
出
し
た
陳
情
書
に
あ
る
婦
女
を
販
売
し
た
件
に
つ
い
て
は
、
指
示
を
受
け
、〔
そ
れ
に
は
〕『
陳
情
書
の
よ
う
に
上
級
官
庁
に
報
告
し
、

全
体
に
命
令
を
出
し
て
厳
禁
す
る
』
と
ご
ざ
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
の
ご
ろ
つ
き
た
ち
が
悪
事
を
改
め
ず
、
最
近
悪
い
気
風
が
と
て

も
盛
ん
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
状
態
は
化
外
の
人
と
同
じ
で
す
。
琛
等
は
こ
れ
を
目
撃
し
て
心
が
辛
く
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
迅

速
に
禁
令
を
発
布
し
て
、
懸
賞
を
つ
け
て
捕
縛
し
て
処
罰
す
る
よ
う
に
懇
願
致
し
ま
す
。
親
族
が
い
な
い
女
子
が
流
浪
し
て
居
る
場
所
が

な
い
と
い
う
苦
痛
を
免
れ
、
ご
ろ
つ
き
た
ち
に
「
法
随
令
行
の
警
」
を
知
ら
し
め
る
こ
と
を
希
望
致
し
ま
す
。

　
さ
ら
に
府
城
の
一
部
の
郷
紳
富
豪
は
、
婢
女
を
買
っ
て
使
っ
て
い
ま
す
。
ひ
ど
い
場
合
に
は
二
〇
歳
以
上
に
な
る
者
も
市
場
に
買
い
物
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に
行
か
せ
て
、
見
境
が
あ
り
ま
せ
ん
。
軽
薄
な
輩
に
あ
っ
て
し
ま
う
と
、
公
衆
の
面
前
で
皆
で
な
ぶ
り
も
の
に
し
ま
す
。
少
し
で
も
顔
見

知
り
に
な
る
と
、
利
を
貪
る
口
入
れ
を
す
る
女
性
が
手
引
き
し
て
悪
事
を
な
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
売
春
は
極
ま
れ
ば
殺
人

の
原
因
に
も
な
る
」〔
と
い
う
有
様
で
〕、
そ
の
弊
害
は
さ
ら
に
甚
だ
し
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
琛
等
が
教
化
に
関
わ
る
こ
と
を
理
由
に
、
取

り
締
ま
る
こ
と
を
請
願
す
る
の
は
だ
め
で
し
ょ
う
か
。

　
婢
女
を
持
つ
家
で
、
お
よ
そ
下
女
で
二
〇
歳
以
上
に
な
っ
て
い
る
者
は
、
も
し
も
と
も
と
結
婚
相
手
が
い
る
か
、
あ
る
い
は
い
な
く
て

も
実
家
に
主
婚
者
（
婚
姻
を
取
り
仕
切
る
者
）
が
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
家
の
主
人
が
も
と
の
売
値
で
取
り
戻
し
証
文
を
買
い
戻
し
、
当
該
の

女
子
を
そ
の
父
母
に
引
き
渡
し
て
結
婚
さ
せ
、
長
く
留
め
て
使
役
し
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
未
婚
女
性
の
憂
い
を

な
く
し
、
家
主
の
徳
を
培
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
碑
女
を
売
買
す
る
ご
ろ
つ
き
た
ち
が
ま
た
女
子
に
ち
ょ
っ
か
い
を
出
せ
な
い
よ
う
に
し
、

誘
惑
す
る
輩
も
ま
た
詐
欺
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
す
。
琛
等
の
心
は
義
挙
に
あ
り
ま
す
。
地
方
官
の
ご
判
断
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。

妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
、
失
礼
を
顧
み
ず
、
陳
情
し
再
び
上
級
官
庁
へ
の
報
告
を
お
願
い
し
、
命
令
を
下
し
て
そ
れ
を
石
に
刻
ん
で
厳
禁

さ
れ
る
よ
う
に
請
願
致
し
ま
す
」。
こ
の
陳
情
書
は
県
に
届
け
ら
れ
た
。

　
こ
の
陳
情
書
に
よ
れ
ば
、
先
に
当
該
の
董
事
の
張
大
琛
が
陳
情
し
て
い
る
、
ご
ろ
つ
き
た
ち
が
人
を
売
買
し
た
一
件
は
、
す
で
に
道
員

に
報
告
し
、
そ
の
指
示
を
受
け
て
管
轄
の
地
域
で
は
全
体
に
禁
じ
て
お
り
、
そ
の
処
理
を
終
え
て
い
る
。
い
ま
陳
情
書
に
よ
れ
ば
、
本
県

が
調
べ
た
と
こ
ろ
、
婢
女
を
拘
束
し
て
嫁
が
せ
な
い
の
は
、
最
も
悪
い
習
俗
で
あ
る
。
当
該
の
職
員
が
陳
情
し
た
と
こ
ろ
は
、
誘
拐
を
根

絶
し
て
、
礼
節
を
正
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
要
請
が
あ
っ
た
と
お
り
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
道
員
に
禁
止
命
令
を
出
す
よ

う
に
要
請
す
る
外
、
告
示
を
出
し
て
厳
禁
す
べ
く
、
そ
の
た
め
に
、
県
下
の
諸
々
の
者
た
ち
に
告
示
を
出
し
て
周
知
徹
底
さ
せ
る
。
告
示

を
出
し
て
か
ら
、
も
し
年
長
の
婢
女
が
い
た
な
ら
ば
、
す
ぐ
に
結
婚
さ
せ
、
前
の
失
敗
を
繰
り
返
し
て
は
い
け
な
い
。
も
し
あ
え
て
婢
女

を
拘
束
し
て
婚
姻
さ
せ
な
い
場
合
は
、
ひ
と
た
び
調
査
し
て
発
覚
す
れ
ば
、
ど
う
い
っ
た
人
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
た
だ
ち
に
厳
罰
に
処
し
、

決
し
て
大
目
に
み
な
い
。
各
人
は
自
愛
し
て
、
違
反
し
て
は
い
け
な
い
。
特
に
指
示
を
出
す
。
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光
緒
一
五
年
六
月
缺
日
に
〔
告
示
を
〕
給
し
て
石
碑
を
立
て
る
。

【
解
説
】

　
こ
の
告
示
碑
記
は
、
清
末
の
台
湾
で
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
錮
婢
を
取
り
締
ま
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
錮
婢
と
は
、
販は

ん

梢し
よ
うと
呼
ば
れ
る
人
身
売
買
業
者
に
よ
っ
て
売
ら
れ
る
な
ど
し
て
奴
婢
と
な
っ
た
女
性
が
、
長
期
に
わ
た
り
使
役
さ
れ
て
、
結
婚
が
で
き
な

い
と
い
う
社
会
問
題
の
こ
と
を
言
う
。
雍
正
一
三
年
（
一
七
三
五
）
に
定
め
ら
れ
た
清
律
の
嫁
娶
違
律
主
婚
媒
人
罪
律
で
、
婢
女
を
婚
配

（
結
婚
）
さ
せ
な
い
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
、
台
湾
で
は
、
道
光
年
間
（
一
八
二
一
～
一
八
五
〇
）
よ
り
禁
令
が
地
方
官
に
よ
り
た
び
た
び
発
布
さ

れ
て
い
た
（［
伊
能
一
九
二
八
］）。
こ
の
告
示
は
、
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
出
さ
れ
た
も
の
で
、
芙
蓉
郊
（
ア
ヘ
ン
商
人
集
団
）
の
職
員
た

ち
が
、
問
題
の
解
決
を
求
め
て
提
出
し
た
陳
情
書
に
対
し
て
、
地
方
官
が
出
し
た
告
示
で
あ
る
。

　
こ
の
内
容
を
記
し
た
石
碑
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
二
つ
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
台
南
市
の
南
門
路
大
南
門
碑
林
（
第
三
排
第
一
六

位
）
と
中
区
赤せ
き
か
ん
ろ
う

嵌
楼
（
オ
ラ
ン
ダ
人
が
築
城
し
た
城
塞
跡
）
碑
林
台
基
北
壁
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
赤
嵌
楼
碑
林
の
も
の
を
取
り
上
げ
た
。
こ

の
碑
記
の
内
容
は
、
前
掲
『
石
刻
史
料
新
編
』
第
三
輯
一
七
所
収
『
明
清
台
湾
碑
碣
選
集
〈
上
〉』
及
び
、
項
潔
編
『
国
立
台
湾
大
学
典
蔵

古
碑
拓
本

―
台
湾
篇

―
』（
台
北
、
国
立
台
湾
大
学
図
書
館
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
で
確
認
で
き
る
。

【
書
式
】

　
石
碑
の
上
部
に
大
き
く
「
吿
示
」
と
あ
り
、
冒
頭
に
は
表
題
と
し
て
、
范
知
県
の
肩
書
き
と
禁
令
に
関
わ
る
内
容
で
あ
る
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
づ
き
、
芙
蓉
郊
の
董
事
職
員
の
張
大
琛
等
が
県
に
提
出
し
た
陳
情
書
の
内
容
が
引
用
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
陳
情
を

受
け
て
范
知
県
が
下
し
た
対
処
策
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
石
碑
を
立
て
た
日
付
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
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【
参
考
文
献
】

伊
能
嘉
矩
『
台
湾
文
化
志
』（
刀
江
書
院
、
一
九
二
八
年
）

岸
本
美
緒
「
妻
を
売
っ
て
は
い
け
な
い
か
?

―
明
清
時
代
の
売
妻
・
典
妻
慣
行

―
」（『
中
国
史
学
』
八
巻
、
一
九
九
八
年
）

耿
慧
玲
「
禁
錮
婢
女
碑
与
清
代
台
湾
婦
女
地
位
研
究
」（『
朝
陽
学
報
』
一
三
期
、
二
〇
〇
八
年
）

岸
本
美
緒
「
礼
教
・
契
約
・
生
存

―
清
代
中
国
の
売
妻
・
典
妻
慣
行
と
道
徳
観
念

―
」（『
歴
史
学
研
究
』
九
二
五
号
、
二
〇
一
四
年
）

五
味
知
子
「
明
清
時
代
の
錮
婢
に
か
か
わ
る
社
会
通
念
」（『
東
洋
文
化
研
究
〈
学
習
院
大
学
〉』
一
六
号
、
二
〇
一
四
年
）

二
　
墓

誌
銘

【
解
題
】

　
墓
誌
銘
は
、
死
者
の
姓
名
・
本
貫
（
本
籍
地
）・
経
歴
・
功
績
・
家
族
の
状
況
な
ど
を
散
文
で
記
し
た
誌
と
、
頌し
よ
う
と
く徳・
追
慕
の
思
い
を
韻

文
で
述
べ
た
銘
か
ら
な
る
。
本
人
に
つ
い
て
知
る
者
が
行
状
（
経
歴
な
ど
を
ま
と
め
た
も
の
）
を
書
き
、
著
名
な
文
章
家
な
ど
に
依
頼
し
て

そ
れ
を
も
と
に
墓
誌
銘
を
作
成
し
て
も
ら
う
こ
と
も
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
。

　
石
以
外
に
銅
板
な
ど
に
刻
ま
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
墓
の
内
部
に
納
め
る
こ
と
が
多
い
。
墓
前
に
立
て
た
石
碑
に
刻
ま
れ
る
場
合
も
あ
り
、

墓
表
、
墓
碑
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
墓
誌
銘
に
は
、
官
僚
の
治
績
や
家
族
に
関
す
る
記
述
な
ど
、
他
の
史
料
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
記
述
も

見
ら
れ
る
の
で
、
法
制
史
・
社
会
史
・
家
族
史
を
研
究
す
る
際
に
参
照
す
る
価
値
は
十
分
に
あ
る
。
た
だ
、
著
名
な
文
章
家
に
仮
託
し
た

後
世
の
偽
刻
や
後
の
時
代
の
改
ざ
ん
も
あ
る
た
め
、
扱
う
際
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
墓
誌
銘
は
、
執
筆
者
の
文
集
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
な
か
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
以
外
に
、
周
阿
根
編
『
五
代
墓

誌
彙
考
』（
合
肥
、
黄
山
書
社
、
二
〇
一
一
年
）、
陳
柏
泉
編
『
江
西
出
土
墓
誌
選
編
』（
南
昌
、
江
西
教
育
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
な
ど
の
よ
う
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に
出
土
し
た
墓
誌
の
内
容
を
整
理
・
紹
介
し
た
書
籍
か
ら
も
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
墓
誌
資
料
に
つ
い
て
は
、［
趙
二
〇
〇

三
］
が
参
考
に
な
る
。

【
史
料
III
】

朝
散
大
夫
知
常
徳
府
鮑
公
墓
誌
銘

① 

原 

文

Ａ　

公
字
醇
父
。
其
先
自
開
封
徙
越
。
又
徙
括
、
爲
龍
泉
人
。
曾
大
考
安
德
、
大
考
貽
周
俱
以
行
稱
于
鄕
。
考
謙
贈
朝
議
大
夫
、
妣
王
氏

贈
宜
人
。
朝
議
嘗
一
與
計
偕
、
卽
不
事
選
舉
、
退
而
自
修
于
家
。
里
有
訟
爭
、
縣
大
夫
屬
以
平
決
。
鄕
民
有
過
、
不
畏
有
司
之
法
、
而
畏

其
一
言
。
公
少
敏
悟
、
刻
意
經
學
、
踰
冠
入
太
學
。
淳
熙
辛
丑
、
第
進
士
、
調
徽
州
司
戶
參
軍
。
先
是
、
歲
受
租
吏
因
緣
爲
欺
多
過
取
、
民

困
甚
、
相
與
愬
于
州
。
守
以
委
公
、
遂
頓
革
前
弊
。

Ｂ　

再
調
汀
之
上
杭
令
。
…
…
州
有
疑
獄
久
不
決
。
臬
使
辛
公
棄
疾
語
其
屬
曰
、
自
入
境
、
惟
聞
上
杭
令
解
事
、
盍
以
委
諸
公
。
一
閱
具

得
其
情
、
囚
以
不
冤
橫
死
。

Ｃ　

擢
知
常
德
府
。
湖
陰
俗
尙
妖
祠
、
用
人
於
淫
昏
之
鬼
。
蹤
跡
詭
祕
不
可
詰
。
公
閱
他
訟
、
見
民
有
橫
死
者
、
疑
爲
祭
鬼
。
卽
命
審
覈
、

伏
其
辜
、
焚
祠
毁
像
。
由
是
訖
息
。

Ｄ　

公
性
任
眞
無
矯
餝
、
友
朋
有
過
、
必
直
辭
規
切
之
、
是
非
可
否
。
惟
義
所
在
貴
勢
不
能
奪
。
爲
公
家
惜
財
曰
、
此
吾
民
膏
血
。
吾
不

忍
妄
用
。
卒
之
年
十
月
五
日
塟
于
福
山
。
在
某
鄕
某
里
。

② 

訓 

読

Ａ　

公
字
は
醇
父
。
其
の
先
は
開
封
よ
り
越
に
徙う

つ

る
。
又
た
括
に
徙
り
、
龍り
よ
う 
泉せ
ん

の
人
と
な
る
。
曾
大
考
の
安
德
、
大
考
の
貽い

周し
う

は
俱と
も

に
行

を
以
て
鄕
に
稱
せ
ら
る
。
考
の
謙
は
朝
議
大
夫
を
贈
ら
れ
、
妣ひ

の
王
氏
は
宜ぎ

人じ
ん

を
贈
ら
る
。
朝
議
は
嘗
て
一
た
び
計
と
偕か
い

に
す
る
も
、
卽
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ち
選
舉
を
事
と
せ
ず
、
退
き
て
自
ら
家
に
修
む
。
里
に
訟
爭
有
ら
ば
、
縣
の
大
夫
屬ゆ
だ

ぬ
る
に
平
決
を
以
て
す
。
鄕
民
に
過
有
れ
ば
、
有
司

の
法
を
畏お

そ

れ
ざ
る
も
、
其
の
一
言
を
畏
る
。
公
少わ
か

き
よ
り
敏
悟
た
り
て
、
經
學
を
刻
意
し
、
冠
を
踰こ

ゑ
て
太
學
に
入い

る
。
淳
熙
辛し
ん

丑ち
う

、
進

士
に
第
し
、
徽
州
司
戶
參
軍
に
調
せ
ら
る
。
是
よ
り
先
、
歲
ご
と
に
租
吏
の
因
緣
し
て
欺
多
過
取
を
爲
す
を
受
け
、
民
困
甚
し
く
、
相
ひ

與
に
州
に
愬う

つ
たふ
。
守
以
て
公
に
委
ぬ
る
に
、 

遂
た
ち
ど
こ
ろ

 

に
前
弊
を
頓と
ん

革か
く

す
。

Ｂ　

再
び
汀て

い

の
上
杭
令
に
調
せ
ら
る
。
…
…
州
に
疑
獄
の
久
し
く
決
せ
ざ
る
有
り
。
臬げ
つ
し使
の
辛
公
棄
疾
、
其
の
屬
に
語
り
て
曰
く
、
境
に

入い

り
て
よ
り
、
惟
だ
上
杭
令
の
事
を
解か
い

す
る
を
聞
く
、
盍な
ん

ぞ
以
て
諸こ
れ

を
公
に
委
ね
ざ
る
か
、
と
。
一
た
び
閱
し
て
具つ
ぶ
さに
其
情
を
得え

、
囚
は

以
て
冤
橫
の
死
た
ら
ず
。

Ｃ　

知
常
德
府
に
擢
せ
ら
る
。
湖
陰
の
俗
と
し
て
妖
祠
を
尙た

つ
とび
、
人
を
淫い
ん

昏
の
鬼
に
用
ふ
。
蹤し
よ
う 

跡せ
き

は
詭
祕
し
て
詰き
つ

す
べ
か
ら
ず
。
公
、
他

の
訟
を
閱
し
て
、
民
の
橫
死
せ
る
者
有
る
を
見
て
、
祭
鬼
を
爲
す
を
疑
ふ
。
卽
ち
命
じ
て
審し

ん

覈か
く

し
、
其
の
辜つ
み

に
伏
せ
し
め
、
祠
を
焚や

き
像

を
毁こ

ぼ

つ
。
是
れ
由
り
訖き
つ

息そ
く

す
。

Ｄ　

公
性
は
任
眞
に
し
て
矯け

う 

餝し
よ
く無
く
、
友
朋
に
過
ち
有
ら
ば
、
必
ず
直
辭
し
て
之
を
規
切
し
、
可
否
を
是
非
す
。
惟
だ
義
の
在
る
所
、
貴

勢
も
奪
ふ
能
は
ず
。
公
家
の
爲
に
財
を
惜
し
み
て
曰
く
、
此
れ
吾
が
民
の
膏か

う

血け
つ

た
り
。
吾
れ
妄
り
に
用
ふ
る
に
忍
び
ず
、
と
。
卒し
ゆ
つす
る
の

年
の
十
月
五
日
に
福
山
に
塟ほ

ふ
むる
。
某
鄕
某
里
に
在
り
。

③ 

語 

釈

〈
越
〉
紹
興
府
の
別
称
。　〈
括
〉
処
州
の
別
称
。　〈
曾
大
考
〉
亡
く
な
っ
た
曾
祖
父
の
意
。　〈
大
考
〉
亡
く
な
っ
た
祖
父
の
意
。　〈
考
〉
亡

く
な
っ
た
父
の
意
。　〈
朝
議
大
夫
〉
文
官
の
寄
禄
官
（
俸
禄
や
位
を
示
す
官
名
）
の
一
つ
。
正
六
品
相
当
。　〈
宜
人
〉
朝
奉
大
夫
（
従
六
品
相

当
）
以
上
朝
議
大
夫
以
下
の
寄
禄
官
に
あ
っ
た
者
の
母
親
や
夫
人
に
与
え
ら
れ
た
称
号
。　〈
與
計
偕
〉
召
し
出
さ
れ
る
。　〈
冠
〉
男
子
が

二
〇
歳
に
な
っ
て
行
う
、
髪
を
束
ね
、
冠
を
着
け
る
成
人
の
儀
式
。　〈
太
學
〉
宋
代
の
最
高
学
府
。　〈
司
戶
參
軍
〉
州
の
財
政
担
当
の
官

僚
。　〈
臬
使
〉
提
点
刑
獄
（
宋
代
の
行
政
区
画
で
あ
る
路
の
裁
判
担
当
の
長
官
）
の
別
称
。　〈
辛
公
棄
疾
〉
辛
棄
疾
。
字
は
幼
安
、
号
は
稼か

軒け
ん

。
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提
点
江
西
刑
獄
な
ど
を
歴
任
し
た
。
詩
人
と
し
て
も
有
名
な
人
物
。

④ 
和 

訳

A
　
鮑ほ

う

公こ
う

、
字
は
醇
父
。
祖
先
は
開
封
府
よ
り
紹
興
府
に
転
居
し
た
。
さ
ら
に
処
州
に
転
居
し
て
龍
泉
県
の
人
と
な
っ
た
。
曾
祖
父
の
安

徳
と
祖
父
の
貽
周
は
と
も
に
そ
の
行
い
に
よ
り
郷
里
の
人
々
か
ら
称
賛
さ
れ
て
い
た
。
父
の
謙
は
朝
議
大
夫
を
贈
ら
れ
、
母
の
王
氏
は
宜

人
を
贈
ら
れ
た
。
謙
は
以
前
に
召
し
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
科
挙
受
験
は
し
な
い
で
、
帰
っ
て
き
て
自
宅
で
研
鑽
し
て
い
た
。
郷

里
で
訴
訟
沙
汰
が
あ
る
と
、
知
県
に
頼
ま
れ
て
公
平
に
裁
き
、
郷
里
の
民
は
過
ち
が
あ
る
と
官
吏
の
法
を
畏
れ
る
よ
り
も
、
謙
の
一
言
の

方
を
畏
れ
た
。
公
は
若
い
時
か
ら
聡
明
で
、
経
学
を
熱
心
に
学
び
、
二
〇
歳
に
な
る
と
太
学
に
入
学
し
た
。
淳
熙
八
年
（
一
一
八
一
）
に
進

士
に
合
格
し
、
徽
州
司
戸
参
軍
に
任
用
さ
れ
た
。〔
そ
こ
で
は
〕
以
前
か
ら
毎
年
徴
税
担
当
の
役
人
が
不
正
を
し
て
多
く
税
を
取
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
民
が
非
常
に
困
窮
し
、
皆
で
一
緒
に
徽
州
の
役
所
に
告
発
し
た
。〔
徽
州
の
〕
知
州
（
州
知
事
）
は
そ
の
処
理
を
公
に
頼
み
、
た

ち
ど
こ
ろ
に
こ
れ
ま
で
の
弊
害
が
是
正
さ
れ
た
。

B
　
さ
ら
に
汀
州
の
上
杭
県
の
県
令
（
県
知
事
）
に
任
用
さ
れ
た
。
…
…
州
に
疑
獄
が
あ
っ
て
、
裁
決
が
長
引
い
て
い
た
。
提
点
刑
獄
の
辛

公
棄
疾
は
部
下
に
、「
赴
任
し
て
か
ら
、
上
杭
県
の
県
令
が
よ
く
物
事
を
解
決
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
ど
う
し
て
公
に
委
ね
な
い
の

か
」
と
言
っ
た
。
公
は
少
し
状
況
を
見
た
だ
け
で
そ
の
実
情
を
把
握
し
た
の
で
囚
人
は
冤
罪
で
死
ぬ
こ
と
を
免
れ
た
。

C
　
知
常
徳
府
（
常
徳
府
の
知
事
）
に
抜
擢
さ
れ
た
。
洞
庭
湖
の
南
側
の
習
俗
で
は
妖
祠
を
尊
ん
で
い
て
、
人
を
み
だ
ら
な
妖
神
の
祭
祀
に

用
い
て
い
た
。
足
あ
と
を
く
ら
ま
し
て
お
り
、
問
い
詰
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
公
は
他
の
訴
状
を
見
て
い
て
、
悲
惨
な
死
に
方
を
し
た
民
が

い
た
の
を
知
り
、
妖
神
を
祭
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
を
持
っ
た
。
そ
こ
で
命
じ
て
捜
査
を
さ
せ
罪
に
服
さ
せ
、
祠
を
焼
き
神
像
を
破

壊
し
た
。
こ
れ
よ
り
〔
そ
う
し
た
こ
と
は
〕
な
く
な
っ
た
。

D
　
公
は
性
格
が
実
直
で
飾
り
気
が
な
く
、
友
人
に
過
ち
が
あ
る
と
、
必
ず
直
言
し
て
そ
れ
を
諫
め
、
良
し
悪
し
を
述
べ
た
。
義
が
あ
る

と
こ
ろ
は
権
勢
が
あ
る
者
も
思
う
よ
う
に
で
き
な
か
っ
た
。
国
家
の
た
め
に
財
を
惜
し
ん
で
、「
こ
れ
は
我
が
民
の
膏
血
で
あ
る
。
私
は
み
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だ
り
に
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
っ
て
い
た
。
亡
く
な
っ
た
年
の
一
〇
月
五
日
に
福
山
に
葬
っ
た
。
某
郷
某
里
に
あ
る
。

【
解
説
】

　
こ
の
墓
誌
銘
は
、
朱
子
学
者
と
し
て
知
ら
れ
、
南
宋
の
理
宗
朝
（
一
二
二
五
～
一
二
六
四
）
に
参
知
政
事
も
務
め
た
真
徳
秀
（
号
は
西
山
先

生
）
が
知
常
徳
府
な
ど
を
務
め
た
鮑
粹す
い

然ぜ
ん

の
た
め
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
真
徳
秀
の
文
集
で
あ
る
『
真
文
忠
公
文
集
』
巻
四
六
に
収
録

さ
れ
て
い
る
が
、
石
碑
は
確
認
で
き
な
い
。

　
こ
の
墓
誌
の
な
か
の
C
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
は
、
宋
代
に
湖
南
等
で
問
題
に
な
っ
て
い
た
「
殺
人
祭
鬼
」（
人
を
殺
し
て
妖
神
を
祭
る
）

と
い
う
習
俗
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
宋
代
に
は
、
政
府
が
認
め
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
妖
神
信
仰
が
民
衆
の
な
か
に
存
在
し
て
お
り
、
政
府

は
そ
れ
ら
を
「
淫
祠
」
と
し
て
取
り
締
ま
っ
て
い
た
。
特
に
「
殺
人
祭
鬼
」
は
、
凄
惨
な
行
為
を
伴
う
た
め
、
政
府
が
た
び
た
び
禁
令
を

出
し
、
地
方
官
に
よ
る
取
り
締
ま
り
も
行
わ
れ
て
い
た
が
、
C
の
記
事
も
そ
の
一
つ
と
い
え
る
。

【
書
式
】

　
こ
こ
で
は
法
制
史
に
関
連
し
た
部
分
の
み
A
～
C
の
順
に
抽
出
し
た
が
、
こ
の
墓
誌
全
体
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
冒
頭
で

は
、
墓
誌
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
先
祖
に
関
す
る
記
述
、
官
僚
に
な
る
ま
で
の
経
緯
が
書
か
れ
（
A

の
記
事
）、
続
い
て
、
官
僚
と
し
て
の
履
歴
や
業
績
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
以
下
の
と
お
り
。
徽
州
（
江
南
東
路
）
の
司

戸
参
軍
（
A
の
記
事
な
ど
）。
上
杭
県
（
福
建
路
汀
州
）
の
県
令
（
B
の
記
事
な
ど
）。
建
平
県
（
江
南
東
路
広
徳
軍
）
の
知
県
。
万
安
県
（
江
南
西

路
吉
州
）
の
知
県
。
融
州
（
広
南
西
路
）
の
知
州
。
常
徳
府
（
荊
湖
北
路
）
の
知
府
（
C
の
記
事
）。

　
そ
し
て
、
弾
劾
を
受
け
て
左
遷
さ
れ
て
没
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
、
夫
人
や
子
孫
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
、
人
柄
を

総
括
し
た
記
述
と
、
埋
葬
に
関
す
る
記
述
が
つ
づ
き
、
最
後
に
銘
が
あ
る
。
な
お
、
埋
葬
地
を
「
某
郷
某
里
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
真
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徳
秀
が
書
い
た
原
文
を
文
集
が
掲
載
し
た
た
め
で
あ
る
。
石
碑
に
刻
む
時
に
は
「
某
」
に
実
際
の
地
名
を
記
入
し
て
仕
上
げ
ら
れ
た
。

【
参
考
文
献
】

河
原
正
博
「
宋
代
の
殺
人
祭
鬼
に
つ
い
て
」（『
法
政
史
学
』
一
九
号
、
一
九
六
七
年
）

宮
崎
市
定
「
宋
代
に
お
け
る
殺
人
祭
鬼
の
習
俗
に
つ
い
て
」（『
中
国
学
誌
』
七
号
、
一
九
七
三
年
、
の
ち
『
宮
崎
市
定
全
集
』
一
〇
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
二
年
所
収
）

金
井
徳
幸
「
宋
代
荊
湖
南
北
路
に
お
け
る
鬼
の
信
仰
に
つ
い
て

―
殺
人
祭
鬼
の
周
辺

―
」（『
駒
沢
大
学
禅
研
究
所
年
報
』
五
号
、
一
九
九

四
年
）

金
井
徳
幸
「
宋
代
に
お
け
る
妖
神
信
仰
と
「
喫
菜
事
魔
」・「
殺
人
祭
鬼
」
再
考
」（『
立
正
大
学
東
洋
史
論
集
』
八
号
、
一
九
九
五
年
）

趙
超
『
古
代
墓
誌
通
論
』（
北
京
、
紫
禁
城
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）

王
章
偉
「
妖
与
霊

―
宋
代
邪
神
信
仰
初
探

―
」（『
九
州
学
林
』
三
四
輯
、
二
〇
一
四
年
）

三
　
会

館

碑

記

【
解
題
】

　
会
館
と
は
、
同
業
者
・
同
郷
出
身
者
の
活
動
拠
点
・
寄
り
合
い
所
と
し
て
、
各
地
に
設
け
ら
れ
た
施
設
の
こ
と
で
あ
る
。
情
報
交
換
の

場
で
あ
る
と
と
も
に
、
調
停
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
た
。
会
館
に
は
、
事
務
所
の
他
に
、
集
会
所
、
自
ら
の
仕
事
や
郷
里
の
守
護
神
の
神
殿
、

守
護
神
に
奉
納
す
る
演
劇
を
演
じ
る
舞
台
な
ど
が
設
け
ら
れ
た
。
関
係
者
た
ち
は
、
こ
こ
で
定
期
的
に
祭
典
・
集
会
を
行
い
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
結
束
を
高
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
事
に
対
処
し
て
い
た
。
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特
に
長
ら
く
首
都
が
置
か
れ
て
い
た
北
京
に
は
多
く
の
会
館
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
様
子
は
仁
井
田
陞
氏
ら
の
調
査
報
告
（
佐
伯
有
一
ほ
か

編
註
『
仁
井
田
陞
博
士
輯
北
京
工
商
ギ
ル
ド
資
料
集
』
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
附
属
東
洋
学
文
献
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
五
年
）
に
よ
り
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
会
館
に
は
、
義
捐
金
で
建
物
を
修
築
・
増
築
し
た
時
や
規
約
が
設
け
ら
れ
た
時
な
ど
に
石
碑
が
立
て
ら
れ
、
そ
の
内
容
か
ら
、
会

館
の
運
営
の
あ
り
方
、
会
館
を
中
心
と
す
る
商
人
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
あ
り
方
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
史
料
IV
】

糖
餅
行
雷
祖
勝
会
碑

① 

原 

文

　

蓋
聞
、
爲
善
之
衜
、
莫
爲
之
前
、
雖
美
弗
彰
、
莫
爲
之
後
、
雖
善
弗
傳
。
是
善
事
之
創
始
、
原
於
前
人
、
而
繼
美
之
責
成
、
則
在
後
輩
。

猶
之
疏
河
者
、
必
遵
其
源
、
登
枝
者
不
忘
其
本
。
推
厥
由
來
、
誠
有
所
自
。
況
京
師
爲
首
善
之
區
。
名
利
之
藪
、
百
工
相
聚
、
千
里
謀
生
。

孰
不
沾
垩
時
之
雨
露
、
而
仰
神
靈
之
庇
蔭
哉
。
如
我
江
南
糖
餠
行
、
在
京
貿
易
已
久
。
所
（
有
）
鋪
戶
櫃
案
人
等
、
向
於
康
熙
年
閒
、
卽

在
沙
窩
門
內
衜
左
之
馬
神
廟
、
捐
助
銀
兩
、
并
置
墳
地
、
爲
供
奉
香
火
之
費
。
內
敬
祀
雷
祖
大
帝
、
每
屆
會
期
、
恭
詣
廟
所
拈
香
以
昭
誠

恪
、
而
酬
靈
貺
所
。
乾
隆
五
十
五
年
、
司
事
大
興
樓
火
災
、
將
地
契
及
修
蓋
殿
宇
帳
目
、
均
被
焚
化
無
存
。
後
於
嘉
慶
四
年
、
又
續
捐
香

資
、
置
辦
供
器
鑾
駕
等
件
、
并
議
有
行
規
章
程
。
按
舊
立
碑
碣
可
考
、
茲
不
復
叙
。
迨
去
年
行
規
紊
亂
、
漸
改
舊
章
、
遂
邀
櫃
夥
人
等
、
通

同
公
議
、
重
立
行
規
、
俾
使
遵
守
。
庶
不
負
前
人
與
善
之
美
、
而
後
之
有
爲
者
、
抑
亦
有
所
徵
本
求
源
歟
。
是
爲
序
。

　

衜
光
二
十
一
年
三
月
初
四
日
、
修
理
爐
灶
錢
四
十
四
吊
四
百
四
十
二
文
。
二
十
二
年
十
月
初
四
日
、
齊
行
敬
神
錢
三
十
七
吊
四
百
文
。
衜

光
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日
、
置
地
三
畝
五
分
、
石
莊
子
、
立
字
樣
地
價
共
用
錢
一
百
四
十
三
吊
四
百
七
十
文
。
此
地
坐
落
在
永
定
門
外

西
彭
家
莊
。
衜
光
二
十
七
年
二
月
十
九
日
、
修
理
群
墻
南
岸
共
用
二
百
吊
文
正
。

　

京
通
南
案
。
祥
豐
號
、
惠
蘭
齋
、
慶
蘭
齋
、
馨
蘭
齋
、
通
州
言
廷
桂
助
錢
十
千
、
明
遠
樓
、
阜
豐
號
、
太
和
號
、
天
桂
齋
、
天
□
齋
、
復
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盛
齋
、
豐
泰
號
、
金
蘭
齋
、
寶
聲
樓
、
乾
泰
號
、
同
泰
號
、
瑞
興
號
、
成
泰
號
、
佩
蘭
齋
、
天
源
號
、
上
珍
齋
、
王
其
祿
、
各
鋪
戶
掌
案

人
等
助
銀
三
十
七
吊
五
百
文
。

　

衜
光
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日
、
同
立
。

② 

訓 
読

　

蓋
し
聞
く
な
ら
く
、
善
を
爲
す
の
衜
は
、
こ
れ
が
前
と
爲
る
も
の
莫
く
ん
ば
、
美
な
り
と
雖
も
彰あ

ら
はれ
ず
。
こ
れ
が
後
と
爲
る
も
の
莫
く

ん
ば
、
善
な
り
と
雖
も
傳
は
ら
ず
、
と
。
是
れ
善
事
の
創
始
は
、
前
人
を
原た

づ

ね
、
而
し
て
美
を
繼
ぐ
の
責
成
は
、
則
ち
後
輩
に
在
り
。
猶あ
た

之か
も

河
を
疏と
ほ

す
者
は
、
必
ず
其
の
源
に
遵し
た
がひ
、
枝
に
登
る
者
は
其
の
本
を
忘
れ
ざ
る
が
ご
と
し
。
厥そ

の
由
來
を
推お

せ
ば
、
誠
に
よ
る
所
有
り
。

況
ん
や
京
師
は
首
善
の
區
爲た

り
。
名
利
の
藪そ
う

、
百
工
相
聚
し
、
千
里
も
て
謀
生
す
。
孰た
れ

か
垩
時
の
雨
露
に
沾う
る
ほひ
て
、
神
靈
の
庇
蔭
を
仰
が

ざ
ら
ん
や
。
我
が
江
南
の
糖
餠
行
の
如
き
は
、
京
に
在
り
て
貿
易
す
る
こ
と
已
に
久
し
。
鋪ほ

戶こ

の
櫃き

案あ
ん

す
る
所
の
人
等
、
向さ
き

に
康
熙
年
閒

に
於
い
て
、
卽
ち
沙さ

窩く
わ

門も
ん

內
衜
左
の
馬
神
廟
に
在
り
て
、
銀
兩
を
捐え
ん

助じ
ょ

し
、
并
せ
て
墳
地
を
置
き
、
供
奉
香
火
の
費
と
爲
す
。
內
に
雷
祖

大
帝
を
敬
祀
し
、
會
期
に
屆い

た

る
每
に
、
恭
し
く
廟
所
に
詣
で
て
拈ね
ん

香か
う

し
、
以
て
誠せ
い

恪か
く

を
昭
あ
き
ら
か

に
し
て
、
靈
貺
の
所
に
酬む
く

ゆ
。
乾
隆
五
十
五

年
、
事
を
司
る
大
興
樓
の
火
災
に
て
、
地
契
及
び
殿
宇
を
修
蓋
せ
る
帳
目
を
將
て
、
均み

な
焚
化
せ
ら
れ
存
す
る
無
し
。
後
に
嘉
慶
四
年
に

於
い
て
、
又
た
續
い
て
香
資
を
捐
し
、
供
器
鑾ら

ん

駕が

等
を
置
辦
せ
る
件
は
、
并
せ
て
議
し
て
行
規
の
章
程
有
り
。
按
ず
る
に
舊
立
の
碑ひ

碣け
つ

は

考
す
可
き
に
し
て
、
茲
に
復
た
叙の

べ
ず
。
去
年
行
規
紊び
ん

亂ら
ん

せ
る
に
迨お
よ

び
、
舊
章
を
漸
改
し
、
遂
に
櫃き

夥く
わ

人に
ん

等
に
邀も
と

め
て
、
通
同
し
て
公
議

し
、
重
ね
て
行
規
を
立
て
、
遵
守
せ
俾し

使
む
。
庶
は
く
は
前
人
の
與
善
の
美
に
負そ
む

か
ず
、
後
の
有
爲
な
る
者
、
抑す
な
はち
亦
た
本
を
徵あ
ら
はし
源
を

求
む
る
所
有
ら
ん
や
。
是
れ
を
序
と
爲
す
。

　

衜
光
二
十
一
年
三
月
初
四
日
、
爐ろ

灶さ
う

を
修
理
せ
る
錢
四
十
四
吊て
う

四
百
四
十
二
文
。
二
十
二
年
十
月
初
四
日
、
齊せ
い

行か
う

敬
神
錢
三
十
七
吊
四

百
文
。
衜
光
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日
、
地
を
置
く
こ
と
三
畝
五
分
、
石
莊
子
が
字
樣
を
立
つ
地
價
は
共
用
錢
一
百
四
十
三
吊
四
百
七
十

文
。
此
の
地
は
永
定
門
外
西
の
彭
家
莊
に
坐
落
す
。
衜
光
二
十
七
年
二
月
十
九
日
、
群ぐ

ん 
墻し
や
う南
岸
を
修
理
せ
る
共
用
二
百
吊
文
正
。
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京
通
南
案
。
祥
豐
號
、
惠
蘭
齋
、
慶
蘭
齋
、
馨
蘭
齋
、
通
州
の
言
廷
桂
錢
十
千
を
助
く
、
明
遠
樓
、
阜
豐
號
、
太
和
號
、
天
桂
齋
、
天

□
齋
、
復
盛
齋
、
豐
泰
號
、
金
蘭
齋
、
寶
聲
樓
、
乾
泰
號
、
同
泰
號
、
瑞
興
號
、
成
泰
號
、
佩
蘭
齋
、
天
源
號
、
上
珍
齋
、
王
其
祿
、
各

鋪
戶
の
掌
案
の
人
等
銀
三
十
七
吊
五
百
文
を
助
く
。

　

衜
光
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日
、
同
立
す
。

③ 

語 

釈

〈
莫
爲
之
前
、
雖
美
弗
彰
、
莫
爲
之
後
、
雖
善
弗
傳
〉
韓
愈
「
與
於
襄
陽
書
」
の
「
莫
爲
之
前
、
雖
美
而
不
彰
、
莫
爲
之
後
、
雖
盛
而
不

傳
」
に
も
と
づ
い
た
文
章
と
思
わ
れ
る
。　〈
鋪
戶
〉
商
店
。　〈
雷
祖
大
帝
〉
九
天
応
元
雷
声
普
化
天
尊
。
糖
餅
行
の
守
護
神
と
さ
れ
て
い

た
。　〈
櫃
夥
人
〉
支
配
人
。　〈
吊
〉
通
貨
単
位
。
穴
空
き
銭
千
文
。
北
方
で
は
百
文
。　〈
南
案
〉
江
南
出
身
者
の
菓
子
屋
ギ
ル
ド
。　〈
掌

案
人
〉
番
頭
。
支
配
人
。

④ 

和 

訳

　
思
う
に
、「
善
を
な
す
道
は
、
こ
れ
が
前
と
な
る
も
の
莫
く
ん
ば
、
美
な
り
と
雖
も
彰
れ
ず
。
こ
れ
が
後
と
な
る
も
の
莫
く
ん
ば
、
善
な

り
と
雖
も
伝
わ
ら
ず
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
善
い
こ
と
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
先
人
を
た
ず
ね
、
美
徳
を
つ
ぐ
責
任
は
後
輩
に
あ
る
。

あ
た
か
も
河
を
通
す
者
は
、
必
ず
そ
の
源
流
に
し
た
が
い
、
枝
に
登
る
者
は
そ
の
幹
を
忘
れ
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
そ
の
由
来
を
推
し

量
れ
ば
、
本
当
に
由
来
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
京
師
（
み
や
こ
）
は
善
事
の
中
心
の
地
区
で
あ
り
、
名
利
の
集
ま
る
と
こ
ろ
で
、
も
ろ

も
ろ
の
職
人
が
集
結
し
、
千
里
を
い
と
わ
ず
生
計
の
道
を
図
っ
て
い
る
。
誰
か
聖
代
の
恩
沢
に
潤
っ
て
、
神
霊
の
庇
護
を
受
け
て
い
な
い

も
の
が
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
我
が
江
南
の
糖
餅
行
は
、
京
師
に
あ
っ
て
長
ら
く
商
売
を
行
っ
て
き
た
。
商
店
の
店
主
た
ち
は
、
以
前
康
熙
年
間
（
一
六
六
二
～
一
七
二

二
）
に
、
沙
窩
門
内
道
左
の
馬
神
廟
に
、
銀
両
を
寄
付
し
、
あ
わ
せ
て
墓
地
を
置
き
、
祭
祀
の
費
用
と
し
た
。
境
内
に
は
雷
祖
大
帝
を
祀

り
、（
祭
祀
の
）
会
期
が
く
る
た
び
に
、
恭
し
く
廟
所
に
詣
で
て
焼
香
し
て
、
誠
意
を
示
し
、
神
霊
の
恩
恵
に
感
謝
し
て
き
た
。
乾
隆
五
五
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年
（
一
七
九
〇
）
に
、
事
務
所
と
な
っ
て
い
る
大
興
楼
の
火
災
で
、
土
地
の
契
約
書
と
建
物
の
修
築
に
関
す
る
帳
簿
が
、
す
べ
て
焼
失
し
て

し
ま
っ
た
。
後
の
嘉
慶
四
年
（
一
七
九
九
）
に
、
ま
た
祭
祀
の
費
用
を
寄
付
し
、
祭
祀
用
具
や
神
輿
な
ど
を
設
置
し
た
件
に
つ
い
て
は
、
協

議
し
て
行
内
で
規
約
を
設
け
た
。
そ
れ
は
昔
の
碑
文
を
調
べ
れ
ば
分
か
る
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。
昨
年
、
行
内
の
規
律
が
い

い
加
減
に
な
る
に
及
ん
で
、
古
い
規
約
を
少
し
ず
つ
改
め
、
つ
い
に
店
の
支
配
人
な
ど
に
求
め
、
協
議
し
て
、
改
め
て
規
約
を
定
め
、
遵

守
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
願
わ
く
は
先
人
の
善
挙
の
美
徳
に
背
か
ず
、
後
の
有
為
の
者
に
は
、
根
源
を
審つ

ま
びら
か
に
し
淵
源
を
求
め
て
ほ
し

い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
序
文
と
す
る
。

　
道
光
二
一
年
（
一
八
四
一
）
三
月
四
日
、
か
ま
ど
を
修
理
す
る
た
め
の
銭
四
四
吊
四
四
二
文
。
同
二
二
年
一
〇
月
四
日
、
共
同
祭
祀
を
行

う
た
め
の
銭
三
七
吊
四
〇
〇
文
。
道
光
二
五
年
（
一
八
四
五
）
三
月
二
六
日
、
土
地
を
三
畝
五
分
購
入
し
、
石
荘
子
（
人
名
か
?
）
が
登
記

し
た
地
価
の
共
用
の
銭
一
四
三
吊
四
七
〇
文
。
こ
の
土
地
は
永
定
門
外
西
の
彭
家
荘
に
あ
る
。
道
光
二
七
年
（
一
八
四
七
）
二
月
一
九
日
、

か
こ
い
と
南
の
が
け
を
修
築
す
る
た
め
の
共
用
の
銭
二
〇
〇
吊
文
ち
ょ
う
ど
で
あ
る
。

　
京
通
南
案
。
祥
豊
号
、
惠
蘭
斎
、
慶
蘭
斎
、
馨
蘭
斎
、
阜
豊
号
、
太
和
号
、
天
桂
斎
、
通
州
の
言
廷
桂
が
銭
十
千
を
寄
付
し
た
、
明
遠

楼
、
天
□
斎
、
復
盛
斎
、
乾
泰
号
、
豊
泰
号
、
金
蘭
斎
、
宝
声
楼
、
瑞
興
号
、
佩
蘭
斎
、
上
珍
斎
、
同
泰
号
、
成
泰
号
、
天
源
号
、
王
其

禄
、
各
々
の
店
舗
の
番
頭
等
が
銀
三
七
吊
五
〇
〇
文
を
寄
付
し
た
。

　
道
光
二
八
年
（
一
八
四
八
）
六
月
二
四
日
に
関
係
者
一
同
で
立
て
た
。

【
解
説
】

　
こ
の
会
館
碑
記
は
、
清
代
の
北
京
に
あ
っ
た
糖
餅
行
（
菓
子
屋
・
菓
子
職
人
た
ち
の
ギ
ル
ド
）
の
会
館
に
立
て
ら
れ
た
石
碑
に
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。
影
印
と
録
文
が
、
前
掲
『
明
清
以
来
北
京
工
商
会
館
碑
刻
選
編
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
北
京
の
糖
餅
行
の
拠
点
は
、
康
熙

年
間
に
馬
神
廟
（
菓
子
業
者
の
守
護
神
で
あ
る
雷
祖
大
帝
を
祀
る
廟
）
に
置
か
れ
た
。
当
初
は
南
案
や
南
果
舗
と
呼
ば
れ
る
江
南
出
身
の
菓
子
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屋
・
菓
子
職
人
の
ギ
ル
ド
が
主
体
で
あ
っ
た
が
、
後
に
地
元
の
北
案
や
満
洲
餑ほ
つ

餑ほ
つ

舗ほ

と
呼
ば
れ
る
北
京
出
身
の
菓
子
屋
・
菓
子
職
人
の
ギ

ル
ド
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
餑
餑
と
は
、
満
洲
語
に
由
来
す
る
言
葉
で
、
小
麦
粉
を
使
っ
た
お
菓
子
を
含
む
食
品
の
総
称
で
あ
る
。
満
洲
餑
餑
の
具
体
例
と
し
て
は
、

清
代
の
北
京
の
歳
時
記
で
あ
る
敦
崇
の
『
燕
京
歳
時
記
』
巻
一
〇
、
一
〇
月
、
中
果
・
南
糖
の
項
に
よ
れ
ば
、
薩さ

斉ち

瑪ま

（
薩
其
馬
、
沙
琪
瑪

と
も
書
く
。
小
麦
粉
を
使
っ
て
作
っ
た
お
こ
し
の
よ
う
な
揚
げ
菓
子
）
な
ど
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
な
お
、
尾
上
葉
子
氏
の
各
論
文
や
前
掲
『
明
清
以
来
北
京
工
商
会
館
碑
刻
選
編
』
に
よ
れ
ば
、
嘉
慶
五
年
（
一
八
〇
〇
）
か
ら
神
殿
の
修

築
や
規
約
に
関
す
る
石
碑
が
七
つ
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
の
は
、
道
光
二
八
年
（
一
八
四
八
）
に

建
物
の
修
築
を
し
た
際
に
立
て
ら
れ
た
石
碑
の
文
章
で
あ
る
。

【
書
式
】

　
前
半
に
は
、
今
回
の
事
業
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
書
か
れ
、
後
半
に
、
ど
う
い
っ
た
名
目
で
ど
れ
だ
け
の
義
捐
金

が
得
ら
れ
た
か
が
書
か
れ
、
そ
の
後
に
、
義
捐
金
を
拠
出
し
た
関
係
店
舗
や
個
人
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
末
尾
に
石
碑
を
建
立

し
た
年
月
日
が
書
か
れ
て
い
る
。

【
参
考
文
献
】

仁
井
田
陞
『
中
国
の
社
会
と
ギ
ル
ド
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
）

尾
上
葉
子
「
清
代
の
北
京
に
お
け
る
菓
子
屋
ギ
ル
ド
及
び
点
心
舗
に
つ
い
て
」（『
奈
良
史
学
』
七
号
、
一
九
八
九
年
）

尾
上
葉
子
「
わ
た
し
の
北
京
（
九
）
清
代
北
京
の
菓
子
屋
と
お
菓
子
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
』
四
七
号
、
二
〇
〇
三
年
）

尾
上
葉
子
「
糖
餅
行
の
ギ
ル
ド
ホ
ー
ル
馬
神
廟
と
祭
神
」（『
奈
良
史
学
』
二
二
号
、
二
〇
〇
四
年
）
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藤
田
益
子
「
清
代
の
旗
人
、
満
洲
族
に
関
わ
る
語
句
に
つ
い
て

―
『
児
女
英
雄
伝
』
か
ら
の
考
察

―
」（『
新
潟
大
学
国
際
セ
ン
タ
ー
紀

要
』
七
号
、
二
〇
一
一
年
）

附
　
清

代

地

方

志

告

示
・
禁

令

関

係

史

料

1
　
風
俗
関
連
記
事

【
解
題
】

　
地
方
志
の
風
俗
の
項
に
は
、
地
域
全
体
の
気
風
、
冠
婚
葬
祭
の
あ
り
方
、
歳
時
記
、
生
活
習
慣
な
ど
習
俗
に
関
す
る
事
柄
が
書
か
れ
て

い
る
。
そ
の
な
か
で
も
生
活
習
慣
（
悪
習
も
含
む
）
に
関
す
る
記
事
に
は
、
碑
刻
資
料
で
み
て
き
た
よ
う
な
官
僚
が
出
し
た
告
示
や
禁
令
に

関
す
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
そ
の
よ
う
な
記
事
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
み
た
い
。

　
風
俗
の
項
の
記
事
は
、
一
般
的
に
は
、
編
纂
時
以
前
に
書
か
れ
た
史
書
な
ど
（
正
史
や
文
集
な
ど
）
や
他
の
地
方
志
か
ら
転
載
し
た
記
事

と
編
纂
時
に
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
記
事
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
記
事
の
な
か
に
は
、
い
つ
の
時
期
の
記
事
な
の
か
明
確
に

は
判
別
し
に
く
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
具
体
的
な
時
期
が
書
か
れ
て
い
な
い
記
事
に
つ
い
て
は
、
書
か
れ
て
い
る
状
況
が
い
つ

の
時
期
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
他
の
時
代
の
地
方
志
の
記
事
や
関
連
文
献
の
記
事
と
の
比
較
検
討
な
ど
も

行
い
な
が
ら
、
慎
重
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

【
史
料
V
】

同
治
『
贛
州
府
志
』
巻
二
〇
、
風
俗
「
贛
俗
喜
演
戯
謝
神
」

① 

原 

文
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贛
俗
喜
演
戲
謝
神
。
無
賴
棍
徒
藉
此
、
斂
錢
圖
利
。
每
假
神
會
誕
期
等
名
色
、
攔
街
搭
臺
、
阻
礙
行
旅
、
負
擔
車
輿
、
輒
須
遶
衜
而
行
。
金

鼓
喧
闐
、
匪
徒
混
雜
、
積
弊
叢
生
。
巡
衜
文
翼
、
會
同
總
鎭
王
永
勝
、
督
同
府
縣
、
嚴
諭
禁
止
。
如
居
民
戲
班
有
再
犯
者
、
立
提
究
懲
。
其

風
漸
革
、
民
皆
便
之
。
又
每
年
以
賽
會
敬
神
爲
名
、
斂
積
巨
貲
、
擡
神
遊
街
、
金
鼓
歌
吹
、
旗
繖
車
馬
、
雜
沓
喧
譁
。
遠
近
居
民
來
觀
、
闐

衢
溢
巷
、
男
女
混
雜
、
藪
奸
滋
事
。
雖
附
鄕
儺
之
義
、
然
傷
財
敗
俗
。
有
心
人
當
思
有
以
抑
之
。
新
增
。

② 

訓 

読

贛か
ん

の
俗
は
演
戲
謝
神
を
喜こ
の

む
。
無
賴
棍
徒
は
此
れ
に
藉か

り
て
、
錢
を
斂あ
つ

め
利
を
圖
る
。
每
つ
ね
づ
ね

 

神
會
誕
期
等
の
名
色
に
假
り
て
、
街が
い

を
攔さ
へ
ぎり
臺

を
搭つ

く

り
、
行
旅
を
阻そ

礙が
い

し
、
負
擔
・
車
輿
は
、
輒す
な
はち
須か
な
らず
衜
を
遶め
ぐ

り
て
行
く
。
金
鼓
喧げ
ん

闐て
ん

し
、
匪
徒
混
雜
し
、
積
弊
叢
生
す
。
巡
衜
の
文

翼
は
、
總
鎭
の
王
永
勝
と
會
同
し
、
府
縣
を
督
同
し
、
嚴
諭
し
て
禁
止
す
。
居
民
・
戲
班
の
再
犯
有
る
者
の
如
き
は
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
提

し
て
究
懲
す
。
其
の
風
漸や

う
やく
革
あ
ら
た
ま

り
、
民
皆
な
之
れ
を
便
と
す
。
又
た
每
年
賽さ
い 

會く
わ
い敬
神
を
以
て
名
と
爲
し
、
巨き
ょ

貲し

を
斂れ
ん

積せ
き

し
、
神
を
擡か
つ

ぎ

て
街
に
遊
び
、
金
鼓
も
て
歌か

吹す
い

し
、
旗き

繖さ
ん

車
馬
も
て
、
雜ざ
つ

沓た
う

喧け
ん

譁く
わ

す
。
遠
近
の
居
民
來
り
て
觀
て
、
闐て
ん

衢く

溢い
つ

巷か
う

し
、
男
女
混
雜
し
、
藪そ
う

奸か
ん

滋じ

事じ

す
。
鄕き
や
う 

儺だ

の
義
に
附
す
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
財
を
傷
つ
け
俗
を
敗そ
こ
なふ
。
心
有
る
の
人
は
當
に
以
て
之
を
抑
へ
る
こ
と
有
ら
ん
と
思
ふ

べ
し
。
新
增
す
。

③ 

語 

釈

〈
棍
徒
〉
悪
党
。　〈
神
會
誕
期
〉
神
々
の
生
誕
祭
。「
神
会
」
は
後
述
の
「
賽
会
敬
神
」
と
同
じ
。　〈
名
色
〉
名
目
。　〈
金
鼓
〉
鐘
と
太
鼓
。

　〈
喧
闐
〉
や
か
ま
し
く
騒
ぎ
立
て
る
。　〈
巡
衜
〉
分
巡
道
の
こ
と
。
道
員
（
布
政
使
・
按
察
使
の
属
僚
で
、
各
地
に
派
遣
さ
れ
る
官
僚
）
の
一

つ
。
道
員
（
道
台
と
も
言
う
）
に
は
、
省
内
の
一
地
域
を
管
理
し
て
、
そ
の
地
域
内
の
治
安
の
維
持
や
行
政
事
務
の
監
督
な
ど
を
行
う
分
巡

道
、
分
守
道
の
他
に
、
特
定
の
任
務
を
担
当
す
る
督
糧
道
、
塩
法
道
、
塩
茶
道
、
河
工
道
、
駅
伝
道
、
海
関
道
、
兵
備
道
、
屯
田
道
な
ど

が
あ
っ
た
。　〈
文
翼
〉
湖
南
省
長
沙
府
湘
郷
県
の
人
。
同
治
七
年
（
一
八
六
八
）
に
分
巡
吉
南
贛
寧
道
に
任
命
さ
れ
た
（
同
治
『
贛
州
府
志
』

巻
三
四
、
統
轄
表
参
照
）。　〈
會
同
〉
相
談
な
ど
の
た
め
に
寄
り
集
ま
る
。　〈
總
鎭
〉
鎮
守
総
兵
官
の
こ
と
。
総
兵
と
も
略
称
さ
れ
る
。
清
代
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の
軍
隊
組
織
の
一
部
を
構
成
す
る
緑
営
は
、
省
ご
と
に
設
け
ら
れ
た
「
標
」
と
い
う
編
成
単
位
の
下
、
提
督
を
頂
点
に
、
総
兵
、
副
将
、
参

将
、
遊
撃
、
都
司
、
守
備
、
千
総
、
把
総
と
い
う
階
級
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
総
兵
は
上
位
か
ら
二
番
目
の
階
級
で
あ
っ
た
。　〈
王
永
勝
〉

江
蘇
省
江
寧
府
六
合
県
の
人
。
同
治
七
年
（
一
八
六
八
）
に
贛
州
府
の
総
兵
官
に
任
命
さ
れ
た
（
同
治
『
贛
州
府
志
』
巻
四
〇
、
武
秩
官
表
参
照
）。

　〈
督
同
〉
共
に
監
督
す
る
。　〈
戲
班
〉
劇
団
。　〈
立
提
〉
た
ち
ど
こ
ろ
に
召
喚
す
る
。　〈
賽
會
敬
神
〉
神
像
を
廟
か
ら
担
ぎ
だ
し
、
ど
ら

な
ど
で
は
や
し
た
て
な
が
ら
街
道
を
練
り
歩
く
行
事
。　〈
闐
衢
溢
巷
〉「
闐
溢
」
は
「
満
ち
あ
ふ
れ
る
さ
ま
」
の
意
。「
衢
巷
」
は
「
ち
ま

た
」
の
意
。　〈
鄕
儺
〉
儺な

戯ぎ

の
こ
と
。
祭
祀
儀
式
の
中
で
演
じ
ら
れ
る
仮
面
舞
踊
で
あ
る
儺
舞
が
発
展
し
て
演
劇
に
な
っ
た
も
の
。
悪
疫

を
祓
い
、
災
い
を
除
き
、
福
を
招
く
た
め
に
演
じ
ら
れ
た
（［
田
仲
一
九
八
九
］［
広
田
ほ
か
一
九
九
七
］）。

④ 

和 

訳

　
贛
州
府
の
風
俗
で
は
、
演
劇
を
し
て
神
に
感
謝
す
る
行
事
が
好
ま
れ
て
い
る
。〔
し
か
し
〕
無
頼
悪
党
が
こ
れ
に
か
こ
つ
け
て
、
金
儲
け

を
し
て
い
る
。
い
つ
も
神
々
の
生
誕
祭
な
ど
の
名
目
を
か
り
て
、
街
路
を
さ
え
ぎ
り
、
舞
台
を
つ
く
り
、
旅
人
を
さ
ま
た
げ
て
い
る
。
荷

か
つ
ぎ
や
車
・
輿
は
回
り
道
せ
ざ
る
を
得
な
い
。〔
無
頼
悪
党
が
〕
鐘
や
太
鼓
で
や
か
ま
し
く
騒
ぎ
立
て
、
悪
人
た
ち
が
入
り
乱
れ
、
長
年

の
悪
習
が
多
発
し
て
い
る
。

　
分
巡
道
の
文
翼
は
、
総
鎮
の
王
永
勝
と
相
談
し
て
、
知
府
・
知
県
を
共
に
監
督
し
て
、
厳
し
く
諭
し
て
こ
れ
ら
の
風
習
を
禁
止
し
た
。
住

民
や
劇
団
で
再
犯
す
る
よ
う
な
者
は
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
召
喚
し
て
懲
ら
し
め
る
。〔
そ
の
結
果
〕
そ
の
気
風
は
よ
う
や
く
改
善
し
て
、
民
は

み
な
こ
れ
を
よ
し
と
し
た
。〔
し
か
し
〕
ま
た
、
毎
年
神
々
の
祭
り
を
名
目
に
し
て
、
多
く
の
金
銭
を
集
め
、
神
輿
を
担
い
で
街
路
を
練
り

歩
く
。
鐘
や
太
鼓
を
鳴
ら
し
歌
い
演
奏
し
て
、
旗
や
傘
、
車
馬
で
、
多
く
の
人
が
混
み
あ
っ
て
騒
が
し
く
し
て
い
る
。
遠
近
の
住
民
た
ち

が
見
に
来
て
、
街
に
満
ち
溢
れ
、
男
女
が
入
り
乱
れ
、
邪よ

こ
しま
な
騒
動
が
起
き
て
い
る
。
郷
儺
と
い
う
理
由
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
人
々
の

財
産
を
損
な
い
風
俗
を
悪
く
し
て
い
る
。
心
あ
る
人
々
は
こ
れ
を
規
制
す
る
手
だ
て
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
は
、
新
し
く
書
き
加

え
た
記
事
で
あ
る
。
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【
史
料
VI
】

同
治
『
贛
州
府
志
』
巻
二
〇
、
風
俗
「
贛
俗
愛
屠
牛
犬
」

① 

原 
文

贛
俗
、
愛
屠
牛
犬
。
城
廂
閒
、
有
私
宰
。
巡
衜
文
翼
、
會
同
總
鎭
王
永
勝
、
督
同
府
縣
、
通
示
內
外
、
一
體
嚴
禁
。
至
入
城
之
牛
、
由
城

門
員
弁
登
號
、
注
明
投
往
之
處
、
轉
報
保
甲
、
委
員
查
騐
、
按
旬
彙
報
。
病
牛
倒
斃
者
、
報
騐
方
準
開
剝
。
每
觔
止
售
錢
二
十
四
文
。
違

者
重
懲
。
至
屠
犬
、
雖
不
在
禁
例
、
因
其
殘
忍
、
倂
禁
之
。
新
增
。

② 

訓 

読

贛
の
俗
、
牛
犬
を
屠ほ

ふ

る
を
愛こ
の

む
。
城じ
や
う
し
や
う廂
の
閒
、
私
宰
有
り
。
巡
衜
の
文
翼
は
、
總
鎭
の
王
永
勝
と
會
同
し
、
府
縣
を
督
同
し
、
內
外
に

通
示
し
、
一
體
に
嚴
禁
す
。
城
に
入
る
の
牛
に
至
り
て
は
、
城
門
の
員
弁
由
り
登
號
し
、
投
往
せ
る
の
處
を
注
明
し
、
保
甲
に
轉
報
し
、
委

員
し
て
查さ

騐け
ん

し
、
旬
に
按
じ
て
彙
報
せ
し
む
。
病
牛
の
倒た
う

斃へ
い

せ
る
は
、
報ほ
う

騐け
ん

し
て
方は
じ
めて
開か
い

剝は
く

を
準ゆ
る

す
。
觔き
ん

ご
と
に
止
だ
錢
二
十
四
文
に
て

售う

る
の
み
。
違
ふ
者
は
重
く
懲
す
。
犬
を
屠
る
に
至
り
て
は
、
禁
例
に
在
ら
ず
と
雖
も
、
其
の
殘
忍
な
る
に
因
り
て
、
倂
せ
て
之
を
禁
ず
。

新
增
す
。

③ 

語 

釈

〈
城
廂
〉
城
門
内
の
市
街
地
と
城
門
外
の
城
門
に
隣
接
し
た
市
街
地
の
こ
と
。
な
お
、
城
と
は
都
市
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
府
治
（
府

の
官
庁
）
が
あ
る
府
城
の
こ
と
。　〈
員
弁
〉
緑
営
の
将
校
と
下
士
卒
。　〈
注
明
〉
は
っ
き
り
注
記
す
る
。　〈
轉
報
〉
取
り
次
い
で
知
ら
せ

る
。　〈
保
甲
〉
民
間
の
自
衛
・
相
互
監
視
の
た
め
の
組
織
。　〈
委
員
〉
人
を
派
遣
す
る
。　〈

騐
〉
調
べ
て
証
拠
だ
て
る
。　〈
彙
報
〉
取

り
ま
と
め
て
報
告
す
る
。　〈
報
騐
〉
検
査
の
た
め
に
申
告
す
る
。

④ 

和 

訳
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贛
州
府
の
風
俗
で
は
、
牛
犬
を
屠
殺
す
る
こ
と
を
好
ん
で
い
る
。
城
内
や
城
門
外
の
付
近
で
は
、
勝
手
に
屠
殺
し
て
い
る
。
分
巡
道
の

文
翼
は
、
総
鎮
の
王
永
勝
と
相
談
し
て
、
府
県
を
共
に
監
督
し
て
、〔
城
の
〕
内
外
に
通
達
を
出
し
、
全
体
的
に
厳
禁
さ
せ
た
。
城
に
入
っ

た
牛
に
つ
い
て
は
、
城
門
で
緑
営
の
将
校
と
下
士
卒
が
登
録
し
て
、
送
り
先
を
は
っ
き
り
と
注
記
し
、
保
甲
に
取
り
次
い
で
知
ら
せ
、
人

を
派
遣
し
て
調
べ
て
証
拠
だ
て
、
一
〇
日
ご
と
に
取
り
ま
と
め
て
報
告
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
病
気
の
牛
で
倒
れ
て
死
ん
だ
も
の
は
、
検

査
の
た
め
に
申
告
し
て
は
じ
め
て
裁
く
こ
と
を
許
す
よ
う
に
し
た
。
觔
（
＝
斤
。
約
六
〇
〇
グ
ラ
ム
）
ご
と
に
売
値
は
二
四
文
だ
け
と
し
た
。

違
反
し
た
者
は
重
く
懲
罰
す
る
こ
と
と
し
た
。
犬
を
屠
殺
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
禁
例
に
は
な
い
け
れ
ど
も
、
残
忍
な
の
で
併
せ
て
禁

止
す
る
こ
と
に
し
た
。
新
し
く
書
き
加
え
た
記
事
で
あ
る
。

【
解
説
】

　【
史
料
V
】【
史
料
VI
】
は
、
清
代
、
同
治
年
間
（
一
八
六
二
～
一
八
七
四
）
の
江
西
省
贛
州
府
に
お
け
る
悪
習
と
、
そ
れ
に
対
す
る
分
巡

道
と
総
鎮
に
よ
る
取
り
締
ま
り
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。【
史
料
V
】
は
、
演
劇
を
伴
う
祭
り
で
悪
党
が
暗
躍
し
て
悪
事
を
行
っ
て
い
る
問

題
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
清
代
に
は
、
一
般
的
に
神
々
の
祭
り
の
時
に
、
廟
に
関
係
す
る
人
々
が
主
催
し
て
、
演
劇
を
催
す
こ
と
が
多

か
っ
た
が
、
そ
の
際
に
裏
で
悪
党
が
暗
躍
し
て
悪
事
を
行
う
こ
と
が
多
く
、
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
記
事
を
見
る
と
、
清
代
末

期
の
贛
州
府
で
も
こ
れ
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
な
お
、
清
代
の
蘇
州
府
な
ど
で
は
官
僚
に
よ
る
取
り
締
ま
り
が

行
わ
れ
た
が
（［
大
谷
二
〇
〇
六
］）、
こ
の
記
事
か
ら
贛
州
府
で
も
分
巡
道
と
総
鎮
が
取
り
締
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　【
史
料
VI
】
は
、
牛
と
犬
を
食
べ
る
食
文
化
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
牛
は
農
耕
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
牛
を
食
べ

る
行
為
は
す
で
に
唐
律
の
厩
庫
律
に
「
諸
故
殺
官
私
馬
牛
者
、
徒
一
年
半
」
と
の
規
定
が
あ
り
、
宋
代
に
も
法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
い
た

（『
宋
会
要
輯
稿
』
刑
法
・
禁
約
参
照
）。
清
代
で
も
、
清
律
の
兵
律
・
廄
牧
・
宰
殺
馬
牛
の
条
に
「
凡
私
宰
自
己
馬
牛
者
杖
一
百
。
…
…
若
故

殺
他
人
馬
牛
者
杖
七
十
徒
一
年
半
駝
鸁
驢
杖
一
百
」
と
あ
り
、
規
制
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
実
に
は
し
ば
し
ば
食
べ
ら
れ
て
い
た
よ
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う
で
（［
塩
二
〇
〇
一
］）、
こ
の
記
事
か
ら
、
清
代
の
贛
州
府
で
も
広
く
食
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
ま
た
、
桂
小
蘭
氏
に
よ
れ
ば
、
犬
は
、
漢
代
ま
で
は
広
く
食
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
狩
猟
犬
・
番
犬
と
し
て
犬
が
必
要
で
あ
る
と
の
観
点

か
ら
、
犬
を
食
べ
な
い
北
方
民
族
の
影
響
が
強
ま
る
と
、
南
北
朝
時
代
以
降
、
タ
ブ
ー
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
南

北
朝
時
代
以
降
も
広
東
で
は
食
べ
ら
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
記
事
か
ら
、
清
代
に
は
広
東
に
隣
接
す
る
江
西
省
の
贛
州
府
で
も

広
く
食
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
犬
食
は
法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
般
的
に
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
た

の
で
、
官
僚
た
ち
は
禁
止
す
べ
き
対
象
で
あ
る
と
認
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

【
書
式
】

　
地
方
志
の
風
俗
の
項
の
記
事
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
そ
の
地
域
に
関
す
る
今
ま
で
の
史
書
や
地
方
志
な
ど
の
記
述
の
転
載
記
事
と
、
新

た
に
編
纂
時
に
書
き
加
え
ら
れ
た
記
事
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
通
常
、
転
載
記
事
の
場
合
は
史
料
の
末
尾
に
出
典
が
書
か

れ
て
お
り
、
新
た
に
編
纂
時
に
書
き
加
え
ら
れ
た
記
事
の
場
合
は
、
上
記
の
史
料
で
は
「
新
増
」
と
あ
る
が
、
文
末
に
は
何
も
書
か
れ
な

い
こ
と
が
多
い
。

【
参
考
文
献
】

田
仲
一
成
『
中
国
郷
村
祭
祀
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）

広
田
律
子
ほ
か
『
中
国
漢
民
族
の
仮
面
劇

―
江
西
省
の
仮
面
劇
を
追
っ
て

―
』（
木
耳
社
、
一
九
九
七
年
）

塩
卓
悟
「
宋
代
牛
肉
食
考
」（『
中
国

―
社
会
と
文
化

―
』
一
六
号
、
二
〇
〇
一
年
）

桂
小
蘭
『
中
国
古
代
の
犬
文
化
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）

大
谷
敏
夫
「
清
代
蘇
州
に
お
け
る
行
政
と
風
俗

―
淫
祠
・
賭
博
に
関
し
て

―
」（『
ア
ジ
ア
文
化
学
科
年
報
〈
追
手
門
学
院
大
学
〉』
九
号
、
二
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〇
〇
六
年
、
の
ち
大
谷
敏
夫
『
清
代
の
政
治
と
思
想
』
朋
友
書
店
、
二
〇
一
六
年
所
収
）

2
　
告

示

文

【
解
題
】

　
地
方
志
に
は
、
し
ば
し
ば
官
僚
が
出
し
た
告
示
文
や
禁
令
の
記
事
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
省
の
官
僚
が
出
し
た
も
の
の
一
部
（
特
に
重
要

な
も
の
）
は
各
省
の
省
例
（
行
政
上
の
先
例
を
ま
と
め
た
書
物
。
例
え
ば
『
福
建
省
例
』
な
ど
。［
寺
田
一
九
九
三
］
参
照
）
で
確
認
で
き
る
が
、
地

方
志
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
府
・
県
の
地
方
官
が
出
し
た
も
の
の
一
部
は
、
地
方
志
の
藝
文
志
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

が
、
風
俗
の
項
な
ど
各
関
連
項
目
に
付
随
す
る
形
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
、
官
僚
の
文
集
な
ど
で
も
確
認
で
き

る
。

【
史
料
VII
】

同
治
『
広
信
府
志
』
巻
二
之
二
、
建
置
、
育
嬰
堂
「
康
熙
四
十
六
年
巡
撫
郎
廷
極
禁
溺
女
檄
」

① 

原 

文

天
衜
好
生
、
垩
人
惡
殺
。
故
民
物
皆
歸
於
胞
與
、
而
子
女
無
閒
於
孝
慈
。
本
部
院
蒞
任
以
來
、
訪
聞
、
江
右
有
溺
女
故
習
、
最
爲
殘
忍
。
或

謂
、
生
女
乏
資
遣
嫁
。
或
謂
、
溺
死
易
於
生
男
。
愚
昧
無
知
、
恬
不
爲
怪
。
試
思
、
狠
如
狼
虎
、
尙
不
忍
食
其
子
。
豈
有
爲
人
父
母
、
而

反
白
溺
其
女
。
則
其
存
心
慘
毒
、
豈
不
甚
於
虎
狼
。
夫
得
子
之
遲
速
、
自
有
定
數
。
並
不
因
育
女
而
悞
其
生
子
。
至
於
遣
嫁
之
厚
薄
、
原

可
稱
家
之
有
無
。
與
其
忍
心
害
理
、
置
之
慘
死
於
須
臾
、
何
如
帬
布
荊
釵
、
令
得
全
生
而
得
所
。
況
乎
殺
機
相
感
、
或
招
水
旱
災
荒
、
亦

且
冤
報
無
差
、
必
至
貧
窮
天
札
。
且
自
古
以
來
、
有
得
孝
女
而
代
父
抵
刑
。
有
因
女
貴
而
門
閭
光
顯
。
曹
娥
能
抱
屍
出
水
。
木
蘭
曾
負
戟
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從
軍
。
略
舉
二
三
餘
難
悉
數
。
嗟
、
此
溺
女
何
負
於
親
而
忍
加
茲
𢦤
賊
乎
。
云
云
。
嗣
後
、
凡
有
生
女
者
、
務
須
回
心
撫
育
、
不
得
仍
前

溺
死
有
傷
天
性
。
倘
果
眞
正
赤
貧
之
家
不
能
撫
養
者
、
許
鄰
佑
報
明
地
方
。
官
送
入
育
嬰
堂
撫
養
、
聽
官
紳
善
姓
捐
資
、
乳
哺
以
保
生
成
。

如
有
不
遵
仍
前
𢦤
溺
者
、
將
父
母
坐
以
故
殺
子
孫
之
條
。
鄰
佑
地
方
不
舉
一
體
責
治
。

② 

訓 
読

天
衜
は
生
を
好
み
、
垩
人
は
殺
を
惡
む
。
故
に
民
物
は
皆
な
胞
與
に
歸
し
、
而
し
て
子
女
は
孝
慈
に
閒
無
し
。
本
部
院
蒞り

任に
ん

し
て
以
來
、
訪

聞
す
ら
く
、
江こ

う

右ゆ
う

に
溺
女
の
故
習
有
り
て
、
最
も
殘
忍
爲
り
。
或
い
は
謂
ふ
、
女む
す
めを
生
め
ば
嫁
を
遣
る
に
資
す
る
に
乏
し
、
と
。
或
い
は

謂
ふ
、
溺
死
せ
ば
男
を
生
む
に
易
し
、
と
。
愚
昧
無
知
、
恬
と
し
て
怪
と
爲
さ
ず
。
試
み
に
思
へ
、
狠か

ん

な
る
こ
と
狼
虎
の
如
き
も
、
尙
ほ

其
の
子
を
食
ふ
に
忍
び
ず
。
豈
に
人
の
父
母
爲
り
て
、
反
っ
て
白

む
ざ
む
ざ

其
の
女
を
溺
す
る
こ
と
有
ら
ん
や
。
則
ち
其
の
心
に
慘さ
ん

毒ど
く

を
存
す
る

こ
と
、
豈
に
虎
狼
よ
り
甚
だ
し
か
ら
ざ
ら
ん
や
。
夫
れ
子
を
得
る
の
遲
速
は
、
自
ら
定
數
あ
り
。
並
び
に
女
を
育
て
る
に
因
り
て
其
の
子

を
生
む
を
悞お

く

ら
さ
ず
。
嫁
に
遣
る
の
厚
薄
に
至
り
て
は
、
原
よ
り
家
の
有
無
を
稱
す
べ
し
。
其
の
忍
心
も
て
理
を
害
し
、
置
き
て
之
を
須し
ゆ

臾ゆ

に
慘
死
せ
し
む
る
よ
り
は
、
何
ぞ
帬く
ん

（
＝
裙
）
布ふ

荊け
い

釵さ

も
て
、
生
を
全
う
し
て
所
を
得
せ
し
む
る
に
如
か
ん
や
。
況い
わ

ん
や
殺
機
相
感
せ

ば
、
或
い
は
水
旱
災
荒
を
招
き
、
亦
た
且
つ
冤
報
差
無
く
、
必
ず
や
貧
窮
天
札
に
至
る
。
且
つ
古
よ
り
以
來
、
孝
女
を
得
て
父
に
代
わ
り

て
刑
に
抵あ

た

る
こ
と
有
り
。
女
の
貴
き
に
因
り
て
、
門
閭
光
顯
す
る
こ
と
有
り
。
曹
娥
は
能
く
屍
を
抱
へ
て
水
よ
り
出
づ
。
木
蘭
は
曾
て
戟

を
負
ひ
て
軍
に
從
ふ
。
二
三
を
略
舉
す
る
も
餘
は
數
を
悉つ

く

し
難
し
。
嗟あ
あ

、
此
の
溺
女
は
何
ぞ
親
に
負
き
て
忍に
ん

に
も
茲
れ
に
𢦤
し
や
う
ぞ
く賊を
加
ふ
る

や
。
云
々
。
嗣
後
、
凡
そ
女
を
生
む
者
有
ら
ば
、
務
め
て
須
く
回
心
し
て
撫
育
す
べ
し
、
仍
前
溺
死
さ
せ
、
天
性
を
傷
つ
け
る
こ
と
有
る

を
得
ず
。
倘
し
果
た
し
て
眞
正
な
る
赤
貧
の
家
で
撫
養
能
は
ざ
る
者
は
、
鄰
佑
の
地
方
に
報
明
す
る
を
許
す
。
官
は
育
嬰
堂
に
送
入
し
て

撫
養
し
、
官
紳
善
姓
の
捐
資
し
、
乳
哺
し
て
以
て
生
成
を
保
た
ん
こ
と
を
聽ゆ

る

す
。
如
し
遵
は
ず
し
て
仍
前
𢦤
し
や
う
で
き溺す
る
者
あ
ら
ば
、
父
母
を

將
て
坐
す
る
に
故
殺
子
孫
の
條
を
以
て
す
。
鄰
佑
・
地
方
の
舉
げ
ざ
る
は
一
體
に
責
治
す
。

③ 

語 

釈
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〈
本
部
院
〉
巡
撫
の
自
称
。　〈
江
右
〉
江
西
の
こ
と
。
右
に
は
西
と
い
う
意
味
が
あ
る
。　〈

布
荊
釵
〉「
荊
釵
布
裙
」（
い
ば
ら
の
か
ん
ざ

し
と
木
綿
の
も
す
そ
）。
後
漢
時
代
の
梁
澒
の
妻
孟
光
の
故
事
（
晋
の
皇
甫
謐
の
『
列
女
伝
』
な
ど
）
に
由
来
す
る
言
葉
で
、
粗
末
な
服
装
の
こ

と
を
象
徴
し
た
言
葉
。　〈
曹
娥
〉
後
漢
時
代
の
孝
女
で
、『
後
漢
書
』
列
女
伝
に
は
、
父
の
曹そ

う

旰か
ん

が
洪
水
で
溺
れ
死
に
、
遺
体
が
発
見
で
き

な
か
っ
た
の
で
、
一
七
日
間
泣
き
つ
づ
け
、
つ
い
に
そ
の
川
に
身
を
投
げ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
柴
田
昇
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
、

民
間
説
話
で
、
父
の
屍
を
抱
え
て
浮
か
び
上
が
っ
た
と
い
う
説
話
が
付
け
加
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。　〈
木
蘭
〉
古
代
楽
府
・
木
蘭
辞
（
木

蘭
詩
）
に
描
か
れ
て
い
る
伝
説
の
孝
女
で
、
老
病
の
父
親
に
代
わ
り
、
男
装
し
て
従
軍
し
、
軍
功
を
立
て
て
故
郷
に
帰
還
し
た
と
さ
れ
て

い
る
。　〈
育
嬰
堂
〉
嬰
児
救
済
施
設
。　〈
故
殺
子
孫
之
條
〉
故
殺
子
孫
律
の
こ
と
。
清
律
の
刑
律
・
闘
殴
「
毆
祖
父
母
父
母
」
の
条
に
は

「
其
子
孫
違
犯
敎
令
而
祖
父
母
父
母
非
理
毆
殺
者
杖
一
百
。
故
殺
者
杖
六
十
、
徒
一
年
」
と
あ
る
。　〈
地
方
〉
村
役
人
。
保
甲
の
組
織
の
長
の

こ
と
。　〈
責
治
〉
処
罰
す
る
。

④ 

和 

訳

　
天
道
は
生
を
好
み
、
聖
人
は
殺
す
こ
と
を
憎
む
。
ゆ
え
に
人
民
は
皆
同
類
で
あ
り
、
息
子
と
娘
に
親
に
孝
を
尽
く
し
、
子
弟
を
い
つ
く

し
む
こ
と
に
お
け
る
隔
た
り
は
な
い
。
本
官
が
着
任
し
て
以
来
、
江
西
に
は
溺
女
（
女
児
の
間
引
き
）
の
習
俗
が
あ
り
、
最
も
残
忍
で
あ
る

と
聞
い
て
い
る
。
あ
る
人
は
娘
を
産
む
と
嫁
に
や
る
持
参
財
産
が
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
あ
る
人
は
女
児
を
溺
死
さ
せ
れ
ば
息
子
が
産
み

や
す
く
な
る
と
い
っ
て
い
る
。〔
彼
ら
は
〕
愚
か
で
を
無
知
で
そ
の
こ
と
を
お
か
し
い
と
は
思
わ
な
い
。

　
考
え
て
も
み
た
ま
え
、
狼
や
虎
の
よ
う
な
残
忍
な
生
き
物
で
あ
っ
て
も
、
自
分
の
子
を
食
べ
る
こ
と
は
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て

人
の
父
母
で
あ
っ
て
、
自
分
の
娘
を
溺
れ
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
心
に
む
ご
た
ら
し
さ
を
抱
え
て
い
る
こ
と
は
、
ど
う
し
て
虎
や

狼
よ
り
ひ
ど
く
な
い
と
い
え
よ
う
か
。
そ
も
そ
も
息
子
を
得
る
こ
と
が
早
い
か
遅
い
か
は
、
自
ず
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
け

し
て
娘
を
育
て
た
か
ら
そ
の
息
子
を
産
む
の
が
遅
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
持
参
財
産
の
多
寡
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
家
に
そ
れ
が

あ
る
か
ど
う
か
で
決
め
る
べ
き
で
あ
る
。〔
し
か
し
〕
無
慈
悲
に
も
道
理
を
害
し
、
あ
っ
と
い
う
ま
に
娘
を
む
ご
た
ら
し
く
死
な
せ
る
よ
り
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は
、
た
と
え
質
素
な
衣
装
で
あ
っ
て
も
、
命
を
全
う
さ
せ
、
ふ
さ
わ
し
い
居
場
所
を
得
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
殺

意
が
互
い
に
感
じ
あ
え
ば
、
日
照
り
や
水
害
を
招
き
、
ま
た
、
さ
ら
に
む
く
い
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
来
て
、
必
ず
貧
困
や
早
死
を
招
く
。
古

来
、
孝
行
娘
を
得
て
、
父
親
の
代
わ
り
に
刑
罰
に
服
し
た
こ
と
が
あ
り
、
娘
が
高
貴
に
な
る
こ
と
で
、
一
門
が
繁
栄
す
る
こ
と
が
あ
る
。
曹

娥
は
父
の
屍
を
抱
い
て
水
か
ら
出
た
。
木
蘭
は
か
つ
て
ほ
こ
を
背
負
い
従
軍
し
た
。
二
・
三
を
あ
げ
る
が
同
じ
よ
う
な
例
は
枚
挙
に
い
と

ま
が
な
い
。
あ
あ
こ
の
溺
女
は
ど
う
し
て
親
に
背
い
て
も
い
な
い
の
に
、
残
忍
に
も
害
を
加
え
ら
れ
る
の
か
。
云
々
。

　
以
後
、
す
べ
て
娘
を
産
ん
だ
者
が
い
た
な
ら
ば
、
つ
と
め
て
必
ず
心
を
入
れ
か
え
て
養
育
し
て
、
以
前
の
よ
う
に
溺
死
さ
せ
、
天
性
を

傷
つ
け
る
よ
う
に
し
て
は
い
け
な
い
。
も
し
本
当
に
貧
し
い
家
で
養
育
が
で
き
な
い
者
は
、
近
隣
の
者
が
村
役
人
に
申
告
す
る
の
を
許
す
。

官
は
育
嬰
堂
（
嬰
児
救
済
施
設
）
に
送
っ
て
養
育
さ
せ
、
郷
紳
や
慈
善
家
が
寄
付
し
、
乳
を
与
え
て
養
育
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
認
め

る
。
も
し
こ
れ
に
従
わ
ず
、
以
前
の
よ
う
に
溺
死
さ
せ
る
者
が
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
父
母
は
「
故
意
に
子
孫
を
殺
害
し
た
こ
と
に
関
す
る

条
文
」
に
よ
り
処
罰
し
、
近
隣
や
村
役
人
が
そ
れ
を
告
発
し
な
い
場
合
は
全
員
処
罰
す
る
。

【
解
説
】

　
康
熙
四
六
年
（
一
七
〇
七
）
に
江
西
巡
撫
（
巡
撫
と
は
省
の
長
官
の
こ
と
）
の
郎
廷
極
（
一
六
六
三
～
一
七
一
五
）
が
出
し
た
溺
女
を
禁
じ
た

檄
文
（
布
告
）
で
あ
る
。
郎
廷
極
は
、
字
は
紫
衡
、
号
は
北
軒
、
八
旗
の
漢
軍
鑲
黄
旗
に
属
し
て
い
た
。

　
宋
代
以
降
、
江
西
や
福
建
な
ど
で
は
、
溺
女
が
社
会
問
題
化
し
て
お
り
、
し
ば
し
ば
地
方
官
に
よ
り
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ

も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
史
料
で
は
、
溺
女
の
背
景
に
は
、
結
婚
時
に
多
額
の
粧し

よ
う
れ
ん奩（

持
参
財
産
）
が
必
要
な
こ
と
や
娘
を
生
む
と
息
子

を
産
む
の
が
遅
く
な
る
と
い
う
迷
信
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
特
に
贅
沢
な
結
婚
（
粧
奩
の
多
さ
）
は
当
時
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
て
、
他
の
告
示
文
で
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
郎
廷
極
は
、

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
曹
娥
や
木
蘭
の
故
事
も
引
用
し
つ
つ
、
娘
も
親
の
た
め
に
な
る
こ
と
な
ど
を
説
き
、
溺
女
を
し
な
い
よ
う
に
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説
得
し
て
い
る
。
木
蘭
の
故
事
の
引
用
は
、
他
の
地
方
官
の
告
示
で
も
見
ら
れ
、
清
代
に
定
式
化
し
て
ゆ
く
説
得
の
仕
方
で
あ
る
。

　
ま
た
、
具
体
的
な
措
置
と
し
て
は
、
全
国
的
に
設
け
ら
れ
た
育
嬰
堂
の
活
用
や
従
わ
な
い
者
を
「
故
殺
子
孫
律
」
で
罰
す
る
こ
と
が
書

か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
他
の
地
方
官
の
告
示
で
も
し
ば
し
ば
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
溺
女
と
関
連
す
る
告
示

に
関
す
る
研
究
・
史
料
に
つ
い
て
は
、［
小
川
二
〇
一
四
］
参
照
。

【
書
式
】

　
冒
頭
で
は
地
方
官
自
身
が
把
握
し
た
溺
女
と
そ
の
背
景
な
ど
の
実
情
が
述
べ
ら
れ
、
そ
の
後
、
故
事
な
ど
を
引
用
し
な
が
ら
、
説
諭
を

す
る
文
章
が
続
い
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
法
律
な
ど
も
適
用
し
た
具
体
的
な
措
置
が
書
か
れ
て
い
る
。

【
参
考
文
献
】

寺
田
浩
明
「
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の
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例
」（
滋
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編
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中
国
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史
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の
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究
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』
東
京
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出
版
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年
所
収
）

夫
馬
進
『
中
国
善
会
善
堂
史
研
究
』（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
七
年
）

柴
田
昇
「
曹
娥
と
「
孝
」

―
後
漢
時
代
の
「
孝
」
に
関
す
る
断
章

―
」（『
愛
知
江
南
短
期
大
学
紀
要
』
四
一
号
、
二
〇
一
二
年
）

小
川
快
之
「
清
代
江
西
・
福
建
に
お
け
る
「
溺
女
」
習
俗
と
法
に
つ
い
て

―
「
厚
嫁
」「
童
養
媳
」
等
の
習
俗
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て

―
」（
山
本
英
史
編
『
中
国
近
世
の
規
範
と
秩
序
』
公
益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
／
研
文
出
版
、
二
〇
一
四
年
所
収
）

前
村
佳
幸
「
康
熙
二
二
年
刊
『
弋
陽
県
志
』
に
お
け
る
風
俗
論

―
「
鬻
妻
」
と
「
溺
女
」
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」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
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八
六
号
、

二
〇
一
五
年
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